


 



  

はじめに 

清水町は、明治 31 年４月渋沢栄一氏が設立した十勝開墾会社によって開拓の鍬がおろされまし
た。季節ごとにその彩を変える日高の山並みに抱かれた大地に希望を求め多くの方が入植し、美し
くも厳しい自然に翻ろうされながらも開拓を続けたそのたくましい精神は、今も町民に受け継がれ、
文化の薫り高い、農業を基幹産業とする今日の清水町が築かれてまいりました。 
令和８年２月 28日現在、清水町の人口は、8,570人（住民基本台帳ベース）です。第５期清水町

総合計画開始当初（平成 23 年３月 31 日時点）は 10,232 人であり、約 15 年間で 1,662 人の人口
が減少しました。しかし、清水町の基幹産業の農業は大きな基盤の上に成り立ち、牛乳生産は 16万
トンと十勝第 1 位の生産量を上げるなど農業粗生産額は 300 億円を突破し盤石であります。さら
に地域に根差した食品製造業も盤石であるため、経済基盤が強く将来に向けて持続可能なまちであ
るといえます。 
第６期総合計画後期基本計画策定に際し行った町民アンケートによると、「交通の要衝」である

ことや「豊かな自然と景観」、「食と農業」などが清水町の強みとしてあげられました。 
 このように、高いポテンシャルと可能性をたくさん持っているのが私たちの住む清水町ですが、
これから更なる取り組みが必要な課題もたくさんあります。同じく町民アンケートであげられた町
の課題で多かったのは、「まちの強みはたくさんあるが、それを活かしきれていない」というもので
す。これからのまちづくりは、町の強みを活かして課題を克服することが必要であり、今後も急速
に進行していく人口減少を正面から受けとめつつ、持続的で質の高いサービスを提供し、みなさん
の幸福感を増やしていくことが重要です。そしてさらに、お互いの支えあいにより、モノの充足だ
けではなく、心の豊かさを形成することが大切となります。 
 第６期総合計画で掲げたまちの将来像は「まちに気づく まちを築く とかち清水～想いをミラ
イに繋ぐまち～」です。ここには、豊かな自然と、先人により培われた歴史や地域性豊かな資源を
尊重し、郷土愛を醸成するとともに、人との絆や心のつながりがあふれる地域コミュニティで住み
続けたいと思えるまちを築いていくという想いがこめられています。 
町民一人ひとりがまちづくりを自分ごと化し、「自分ができること」、「地域ができること」、「行政

の役割」の相互補完による協働のまちづくりを着実に前に進め、新たな舞台を切り開いていく所存
です。 
 おわりに、住民協議会委員の皆様をはじめ、総合計画審議会委員、策定過程に参画いただいた町
民の皆様に、深く感謝の意を表しますとともに、今後のまちづくりの実践に対しましてご理解とご
協力をお願い申し上げます。 

 

令和８年３月 
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清水町は、渋沢栄一氏らが熊牛地区に設立した十勝開墾会社によって、開拓の鍬が打ちおろされました。
明治 31年 4月に、越前地方より 26戸 99名が入植し、明治 36年 6月には人舞村外一ヵ村（屈足村）戸
長役場が開設されました。 
その後は、大正４年に屈足村を分離して２級村制人舞村が発足、昭和２年には人舞村を清水村と改称し、

昭和 11年に１級町制の施行により清水町となりました。 
さらに、昭和 31年に御影村と合併し、3,079世帯、17,945人の「新」清水町が誕生し、令和 4年には

開町 120年を迎えました。 
  また、平成 23年度から令和 2年度までを計画期間とした第 5期清水町総合計画では「みんなで活き生
き 豊かさ育むまち とかちしみず」を将来像と定め、町民みんなで共有することで、自ら考え、行動す
る協働のまちづくりを推進してきました。 

 

本町は、北海道東南の十勝地域内陸の西部に位置し、東西 23.1㎞、南北 30.7㎞、面積 402.25㎢の平
坦地と緩傾斜地を持つ町です。東は鹿追町、南は芽室町、北は新得町、西は日高山脈をへだてて日高町
に接しています。土壌は肥沃であり、豊かな稔りの大地で育まれる小麦、豆類、甜菜や生乳などの畑
作、酪農地帯を形成しています。 
交通面では、平成 23年に北海道横断自動車道（道東自動車道）の道央圏と十勝圏が結ばれて以来、本

町が道東の玄関口としての役割を果たすことが期待されています。 
気候は内陸性で、7月下旬～8月中旬の盛夏期には 30℃を超える真夏日が数日間あり、1月～2月の厳

冬期は－20℃を下回ります。年間の寒暖差が激しい地域ですが、晴天率が高く、日照時間は全国有数で
あり、年間降雨量は比較的少ない地域です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

はじめに 

 １．沿革 

 ２．立地・地勢・気候 



4 

 
 
（１）総人口・世帯数の推移 

令和２年の国勢調査による本町の人口は 9,094人で、前回調査に比べ、505人減少しています。年齢構
成をみると、０～14歳の人口が 10％、15～64歳の人口が 49.8％、65歳以上の人口が 37.3％であり、生
産年齢人口が減少する一方、高齢者人口は増加傾向にあります。世帯数は 4,145 戸で、前回調査に比べ、
14 戸増加しています。単身世帯の増加や核家族化の進行により、１世帯あたりの世帯員数は減少してい
ます。 
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 ３．人口動態 
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（２）住民異動の推移 
  出生者数と死亡者数の差である自然増減の推移をみると、近年は死亡者数が出生者数を大きく上回り、
「自然減」の状況となっています。 

 
転入者数と転出者数の差である社会増減の推移をみると、令和３年度に転出者数が転入者数を上回り、

ほぼ均衡した状況が続いていますが、減少傾向にあります。 
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（１）歳入について 
歳入額については、近年横ばいの状況が続き、地方交付税による収入が多いため、国による地方財政制

度の動向に大きく左右される構造となっています。 

(百万円) 

  平成 27 年度 
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平成 28 年度 
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平成 30 年度 
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(2019 年度) 
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(2020 年度) 
令和３年度 

(2021 年度) 
令和４年度 

(2022 年度) 
令和５年度 

(2023 年度) 
令和６年度 

(2024 年度) 

町税 1,275 1,292 1,327 1,380 1,376 1,416 1,397 1,409 1,394 1,394 

地方交付税 3,284 4,013 3,470 3,143 3,151 3,279 3,641 3,680 3,695 3,875 

譲与税等
交付金 461 429 462 460 469 474 527 510 519 574 

国・道 
支出金 1,034 1,203 2,163 2,530 1,628 2,540 1,980 1,760 1,396 1,199 

町債 1,573 1,324 450 1,699 2,507 903 981 699 585 539 

その他 1,251 2,478 1,628 1,426 1,395 1,562 1,862 1,923 1,887 2,273 

歳入合計 8,878 10,739 9,500 10,638 10,526 10,174 10,388 9,981 9,476 9,854 
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（２）歳出について 
歳出額については、近年 100億円前後で推移していますが、内訳の状況として、高齢者福祉などに使わ

れる民生費の割合が増加傾向にあります。 

(百万円) 

  平成 27 年度 

(2015 年度) 

平成 28 年度 

(2016 年度) 

平成 29 年度 

(2017 年度) 

平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度 

(2019 年度) 
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(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

令和６年度 

(2024 年度) 

総務費 783 822 691 763 878 1,666 1,525 898 828 1,018 

民生費 1,435 1,414 1,407 1,413 2,493 1,377 1,696 1,560 1,633 1,744 

衛生費 867 835 784 802 1,095 942 946 905 957 827 

農林業費 861 1,124 893 1,518 1,533 1,507 1,107 1,399 1,137 1,113 

土木費 1,005 704 720 737 689 920 1,093 1,257 1,211 1,071 

消防費 876 366 339 326 366 286 344 320 296 302 

教育費 1,411 1,237 798 1,421 1,094 865 932 879 814 1,060 
災害復旧費・

災害費 4 1,302 1,833 1,812 604 123 0 0 13 0 

公債費 749 770 776 634 812 978 1,034 1,146 1,159 1,281 

その他 681 1,825 998 992 725 1,160 1,303 1,245 1,106 1,125 

歳出合計 8,672 10,399 9,239 10,418 10,289 9,824 9,980 9,609 9,154 9,541 
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（１）就業人口 

産業分類別就業者割合の推移をみると、いずれの年も第３次産業が最も多く、第 2次産業は減少傾向に
あります。第 1 次産業は約 30％という水準で推移し、十勝管内の中でも特に農林業が盛んな町と言えま
す。 

 
（２）農業 

第 1次産業就業者のうち 99％が農業就業者であり、近年の農業産出額は 290億円を超えています。令
和５年は全国 34位、乳用牛部門では全国 5位という高い水準で推移しています。 
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（３）林業 
清水町森林整備計画（平成 31～令和 10年度）によると、本町の森林面積は 17,647haであり、所有形

態別では、国有林は 11,316ha（64.1％）、町有林 1,810ha（10.3％）と私有林 4,521ha（25.6％）となっ
ています。 

 
（４）商工業 

本町には、製糖工場や食料品加工工場などが多数あります。令和３年経済センサス活動調査では、製造
品出荷額等が約 262億円となり、近年では最高水準で推移しています。 
清水地区・御影地区の商店街は、ともに JR 十勝清水駅や JR 御影駅周辺にある飲食店や小売店などで

形成されています。令和３年経済センサス活動調査では、卸売業および小売業の事業所数は 86か所、従
業者数は 460人、年間商品販売額は約 112億円となっています。 

 
（５）観光 
  観光入込客数をみると、新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年、令和３年は約５万人と低い
水準で推移していましたが、令和４年より徐々に観光客も増えていき、令和６年には年間 16万人を超え
ています。本町では、食と農業という強みを活かしたイベントである「十勝清水にんにく肉まつり」の開
催や、令和６年に日高山脈襟裳国定公園が日高山脈襟裳十勝国立公園に指定されています。 
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本町在中の 16 歳以上 80 歳未満の町民を対象に、無作為抽出した 1,000 人に「清水町まちづくりアン
ケート」を実施しました。 

（資料編 P81～86参照） 
（１）住みやすさについて 
  アンケート回答者の約７～８割が、住みよく今後も住み続けたい又は当分は住み続けたいと回答して
います。住み続けたい理由としては、「住み慣れた町だから」、「自然豊かで山並みが美しく、子育ての環
境が良いため」などがあげられています。住み続けたくない理由としては、「就職やキャリア形成におけ
る選択肢が少ないから」、「買い物や医療機関の受診などが不便だから」などがあげられています。 

 
（２）人口減少対策について 
  人口減少対策についての設問では、最も多く更なる取り組みが必要とあげられていたのが、生活利便性
の確保や雇用の創出となっています。商業施設や医療機関、子育て環境の不足や就職、キャリアアップの
機会が限定的になることなどがあげられています。 
次に多くあげられていたのは、交通の要衝である立地を活かした町の魅力発信や移住・定住についてで

す。町の強みである交通の利便性を活かしきれていないことや、町の魅力が伝わるような情報発信、移住・
定住の促進につながるような空き家の有効活用、住環境の整備を行っていく必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

清水町の課題 

 １．町民の意識 
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「清水町まちづくりアンケート」の結果、町民意見・要望や本町を取り巻く社会状況などを踏まえたう
えで、みえてくるまちの課題を整理しました。 

 
（１）強みを活かしたまちづくり 

「清水町まちづくりアンケート」であげられた本町の課題のなかで、まちの強みはたくさんあるものの、
それを活かしきれず、特色のないイメージがあるという認識が見受けられました。 
具体的には、交通の要衝という立地を活かして、情報発信の拠点のなるような施設や、誰もが気軽に立

ち寄れる直売所などを設けることで、通過地点ではなく目的地とされる工夫が必要という意見があげられ
ています。「交通の要衝」「食と農業」「豊かな自然と景観」「第九やアイスホッケー等の文化スポーツ」な
ど、多数ある強みを活かして課題を克服するまちづくりが必要です。 

 
（２）少子高齢化社会へ向けた生活サービスの向上 

全国的な人口減少による少子高齢化社会への対応は、本町の課題のひとつとしてあげられます。「清水
町まちづくりアンケート」では、子どもたちが屋外で安全に遊べる公園が少ないという意見や、高齢にな
ったときの地域の支えや充実した医療体制に不安があるという意見がありました。また、若年層が望む魅
力と安定のある雇用の場が少なく、働き盛り世代にも目を向けるべきという、雇用に関する意見も多くみ
られました。 
子どもの遊び場の充実、医療体制の整備、雇用の創出等、小規模でも質の高いサービスの提供が必要で

す。 
 
（３）まちの情報発信 

強みを活かしたまちづくりを行うにあたり、情報発信力の向上も本町の課題のひとつです。情報は町内
外における重要なコミュニケーション手段であり、これまで町ホームページや広報しみず、町公式 LINE
等を活用して情報発信を行ってきました。 

SNSの普及に伴い、情報過多である現代社会において、「伝える」ではなく「伝わる」情報発信が必要
となってきます。そのためには、まちの魅力が最大限に伝わる工夫と、行政と町民が一体となってまちの
魅力を共有し、町内外へ情報発信を行うことが重要です。 

  

 ２．まちづくりの課題 
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基 本 構 想 
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清水町は、平成 22 年 12 月基本構想の議決を得て、平成 23 年度から令和２年度を計画期間とする「第

５期清水町総合計画」を策定し、「みんなで活き生き 豊かさ育むまち とかちしみず」を将来像として掲

げ、その実現を目指してまちづくりを進めてきました。 

新たな「第６期清水町総合計画」は、常に変化し続ける社会情勢や町の課題に寄り添い、中長期的な

ビジョンで、まちの強みを活かして課題を克服する戦略的なまちのミライ設計図です。 

清水町では、人口減少や少子高齢化が進行するなかでも、このまちに住み続けたいと思える施策を進

めます。 

全ての町民がまちに誇りと愛着を持ち、まちづくりを自分ごととして捉えられる多様な対話を重ねる

とともに、自主性と自立性のある地域コミュニティからミライに挑戦し続けるまちづくりを進めます。 
 

 

 

 
清水町総合計画はこれまでと同様に、清水町の「最上位計画」に位置づけます。 

清水町のまちづくりにおける行政運営の指針として活用し、町民の皆さんとともに清水町の将来ビジ

ョンを共有して、その実現に向かって取り組む計画です。 

 
【清水町議会の議決を要する計画です】 

清水町においては、清水町議会の議決すべき事件に関する条例第２条第１号において、「総合的かつ

計画的な町行政の運営を図るための基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止をすること」と議決案

件として規定し、総合計画の基本構想と基本計画は議会の議決を経て策定するものです。 

 

 

１．まちのミライ設計図 ～総合計画策定にあたって～ 

２．清水町の最上位計画 ～計画の位置づけ～ 
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基本構想 まちの将来像（令和３年度～１２年度） 

基本計画 分野ごとの施策（前・後期５年） 

実施計画 
具体的な施策（４か年計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

第６期清水町総合計画の期間 
 

令 和 令 和 令 和 令 和 令 和 令 和 令 和 令 和 令 和 令 和 

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 12 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「第６期清水町総合計画」は 、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の３階層で構成していま

す。 

基本構想では、令和３年度から令和 12 年度までの 10 年間における本町の「まちの将来像」と計画期

間における「まちづくりの理念」、さらには人口の将来展望や重点項目を定めます。 

基本計画では、６つの分野に基づく施策体系を構築し、それぞれの分野で現状と課題から基本的方向

と数値目標を示し、関連分野と関連事業を定め、基本構想に掲げるまちづくりの基本理念に基づく施策

を定めます。計画期間は令和３年度から令和７年度までの５か年間を前期の計画期間として定め、前期

終了時に目標の達成状況の評価及び検証を行うとともに、社会情勢や町の課題、住民の想いなどの変化

に伴う見直しを行い、後期計画を定めます。 

実施計画では、基本計画で示した分野ごとの施策を具現化するため、施策体系ごとに必要とされる事

務事業を定めます。毎年度ローリングにより基本計画期間中に必要に応じた見直し等を行い、総合計画

の実効性を高めます。中期的な視点で実行することから、計画期間を４年間と定めます。 

 

 

前期基本計画（５年間） 後期基本計画（５年間） 

実施計画（４年間） 

実施計画（４年間） 

実施計画（４年間） 

実施計画（４年間） 

実施計画（４年間） 

基 本 構 想（10年間） 

３．計画の構成 
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計画を実行するために、「現状と課題」から「目指す基本的方向」を示し、「目標数値（ＫＰＩ）」や「関連

分野計画」、「主な事業」を明らかにしています。また、多くの町民の生活者視点の想いを随所に込めることで、

親しみと実効性のある計画にしています。 

第６期清水町総合計画では、次の３点の機能を盛り込んでいます。 

 
（１）住民と共有できる計画 

総合計画が町民にとって身近な存在となり、まちづくりを自分ごととして捉えられるよう、町民アン

ケートや無作為抽出による住民協議会、地域や各種団体とのまちづくり懇談会など多様な住民参加を通

して共有できる計画として策定します。 

 
（２）戦略性のある計画 

清水町人口ビジョン・総合戦略（令和３年度～令和７年度）を踏まえて、これから10年間で想定され

る様々な課題に迅速かつ的確に対応するため整合性を図り、向かうべき町の方向性を明らかにし、将来

にわたり持続可能な自治体としての機能や役割を果たす計画として策定します。 

  
（３）成果検証ができる計画 

政策分野や施策毎に目指す基本的方向を指標として設定し、現状分析や状況の変化に応じた見直しを

行うＰＤＣＡサイクルによる検証ができる計画として策定します。 

 

 

 

第６期清水町総合計画の計画期間である10年間に加えて、さらに長期的な視点で清水町の人口の将来

展望を示します。 

本町の人口は昭和 31 年の 18,492 人（住民基本台帳ベース）をピークに昭和 40 年から一貫して減少

が続き、平成 22 年の国勢調査では、はじめて１万人を切り、令和２年の国勢調査では 9,094 人となり

ました。 

日本全体が少子高齢化などを背景とした人口減少社会へ転じていく中、令和７年９月末 8,653 人（住

民基本台帳ベース）から、国立社会保障・人口問題研究所が発表した「日本の地域別将来推計人口」を

基に、今後の人口動態を分析すると、10 年後の令和 17 年（2035年）には7,573人、20 年後の令和 27 

年（2045年）には 6,531人となる見込みです。 

 

 

４．計画に求められる機能 

５．人口の将来展望 
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第６期清水町総合計画の人口ビジョンは８,２８２人 
 

将来の人口推計を策定する「清水町人口ビジョン・総合戦略（令和８年度～令和12年度）」において

は、少子化対策や子育て施策などの成果となる合計特殊出生率を、1.34（平成31年～令和４年値）から

1.5 に改善し、産業振興や雇用、移住定住施策などの成果となる純移動率を社人研推計値から社会減は 

0.5 倍、社会増は 1.5 倍として見込み将来の人口ビジョンを設定しています。 

第６期清水町総合計画における最終年の令和 12 年（2030 年）に総人口を 8,282 人確保することを将

来展望として掲げます。 
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（１）強みを活かして課題を克服する 
町民 2000 人アンケートから、まちの強みを活かしきれていないという課題認識を多くの町民が

抱いていることがわかりました。 
これまでの第５期清水町総合計画を発展的に継承しながら、更に強みを活かし課題を克服すると

いう視点で新たなまちのミライを目指します。 
 

（２）小さくても質の高いサービスを提供し、住む人の幸福感を増やす 
全国的な人口減少社会のなかで必要なことは、人口減少カーブを今よりも緩やかにする施策を打

つことにまちづくりの方向を変えていくことです。 
まちの規模が小さくなるなかで健康・福祉、子育て、教育、文化などの質を高める施策を展開し、

清水町に住む人の幸福感や満足感を増やすことができるまちのミライを目指します。 
 

（３）モノの充足だけでなく心の豊かさを形成する 
まちづくりの原点は、「地域」であり、地域を構成する「人」です。自分でまちの魅力や可能性

に気づき、各々ができることから取り組む「自助」、個人でできないことは地域で協力して解決す
る「共助」、行政と協働して取り組む「公助」、これらの相互補完のもと、心の豊かさをつくる人
とのつながりを大切にし、地域で支え合えるまちのミライを目指します。 

 
 

 

まちに気づく  まちを築く  とかち清水 
～想いをミライに繋ぐまち～ 

豊かな自然と先人により培われた歴史や地域性豊かな資源を尊重し、郷土愛を醸成するとともに、 
人との絆や心のつながりがあふれる地域コミュニティで住み続けたいと思えるまちを築きます。 

 
●まちに気づく～ 
まちの強みや先人から受け継いできた郷土の誇りや魅力に、町民一人ひとりが気づき可能性を信じ理解
していく姿勢。まちをより良くしようという想い。 

●まちを築く～ 
支え合う地域コミュニティのなかで、まちづくりを自分ごととして捉え、幸福感や満足感を増やすこと
ができる持続可能なまちづくりを実践すること。次世代へつなぐ今を築くという想い。 

●とかち清水～ 
交通の要衝で利便性が高い道東の玄関口である十勝の自治体としての自覚と誇りを持つこと。「清水」
と聞いただけでも多くの人に認知してもらえる魅力ある町となり、十勝を牽引していくという強い想い。 

●想いをミライに繋ぐまち～ 
「まちに気づく、まちを築く」という想いを実践することによって叶える清水町の将来像を、サブタイ
トルで表現。一人ひとりが多様な未来を描いてほしいという想いや、老若男女、全ての世代への親しみ
やすさ、更に未来という言葉に力強さを持たせるため、漢字ではなくカタカナの「ミライ」で表現し、
歴史ある今の営みを脈々と次世代へとつなぐことで、これまでも・これからも住み続けたいと思えるま
ちを築いていく想い。  

 

 

６．まちづくりの基本理念 

７．まちの将来像 
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将来像の実現に向けて、６つの分野すべてが連携と補完し合い、まちづくりを推進します。 

（１）安全・安心に暮らしつづけるまち 

町民が住み続けたいと思えるまちづくりを進めていくために、人にやさしい快適な生活環境の整備

を推進する必要があるため、自然に負荷をかけない地域循環型まちづくりを推進するとともに、防

災対策や消防体制、交通防犯対策など、次世代につなぐことができる安全・安心な生活環境を確保

できるまちをつくります。 

 

（２）健やかで笑顔あふれるまち 

少子高齢化が進行するなか、町民の健康増進や福祉の向上のために、予防対策や自立支援の充実や、

地域と一体になった切れ目のない子育て支援などにより、安心して子どもを産み育てることができ、

そしてすべての町民が支え合い、健やかに生活することができるまちをつくります。 

 

（３）学びから生きる力を育むまち 

生きる力と郷土愛を受け継ぐ「学び」を推進し、確かな学力と豊かな心を持つ人材を育む教育を実

践するとともに、町民が自主的に学び交流する文化やスポーツの機会を地域と見つけられるまちを

つくります。 

 

（４）地域資源と産業を活かし挑戦するまち 

活力あるまちづくりを進めるために、食や農業などの強みを活かした十勝清水のブランド化を図る

とともに、地域資源を生かした交流人口拡大によって、地域が潤いとにぎわいに満ちたまちをつく

ります。 

 

（５）快適で安らぎを感じられる住みよいまち 

人口減少や少子高齢化が進行するなか、町民誰もが暮らしやすいと感じることができる豊かな生活

基盤整備を進めるとともに、長期的視点で居住機能や公共交通機能などを小さくても質の高いサー

ビスを提供し、町民の満足度が高まるまちをつくります。 

 

（６）多様なつながりで協働するまち 

社会情勢や町の財政状況が厳しさを増すことが見込まれる中、まちの明るいミライを創造していく

ために町民参加のまちづくりを更に実践し、多様な対話の実現からまちづくりを自分ごととして捉

えられる機運と環境があるまちをつくります。 

 ８．施策の大綱 
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前期基本計画期間内（令和３年度～令和７年度）において、基本構想のまちの将来像と施策の大綱の

実現に向け、分野を横断的にかつ特に重点的に取り組む施策を「重点施策」と定めます。 

国は地方創生の実現を目指して地方自治体に地方版の「人口ビジョン」と「総合戦略」の策定を求め

ており、清水町においても「清水町人口ビジョン・総合戦略」を「第６期清水町総合計画」と一体的に

策定しています。 

「第６期清水町総合計画」の重点施策を清水町人口ビジョン・総合戦略と定め、まち・ひと・しごと

創生に向けた「自立性」「将来性」「地域性」「直接性」「結果重視」の原則から、４つの基本目標と

３つの視点で、分野の横断的な取組みによりミライに挑戦し続け実効性のある施策を展開していきます。 
 

【４つの基本目標】 

（１）まちの産業を確立し、安心して働けるようにする 

（２）まちにひとの流れをつくる 

（３）若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

（４）安心で生活しやすいまちづくりとともに、広域連携を推進する 

 
【３つの視点】 

（１）産業振興プロジェクト～農業を基盤に形成された経済環境を活かし、更に活発な経済活動になる

施策に取り組む 

（２）定住促進プロジェクト～自然豊かな環境を活かし、より機能的で住み易い定住環境づくりに繋が

る施策に取り組む 

（３）安心・安全プロジェクト～教育、医療、福祉などのサービスを効果的に切れ目なく提供し、町民

が健康で心豊かに過ごすための施策に取り組む 

 

これら４つの基本目標と３つの視点に基づく施策の展開を、総合計画の重点施策と掲げ、まちの将来

像「まちに気づく まちを築く とかち清水 ～想いをミライに繋ぐまち～」の実現に向けて取り組みます。 

 ９．重点施策 
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まちの将来像やまちづくりの目標を実現するため、次のとおり計画の体系を設定し、今後 10 年間で総

合的かつ計画的な施策展開を実施します。 
 

 

第１編  安全・安心に暮らしつづけるまち  

  

 
第１章 協働による環境保全  

第２章 ごみの減量・再資源化の推進  

第３章 交通安全対策の推進  

第４章 防犯対策の強化  

第５章 消防・救急体制の充実  

第６章 消費生活の安心  

第７章 災害に備える取組みの推進  

 

 

 

 

第２編  健やかで笑顔あふれるまち  

  

 
第１章 健康寿命の延伸  

第２章 高齢者福祉サービスの充実  

第３章  障がい者（児）の生活の充実  

第４章 安心のある生活への支援  

第５章 切れ目ない子育て支援の充実  

 

 

 

 

第３編  学びから生きる力を育むまち  

  

 第１章  地域とともに進める魅力ある教育の推進  
第２章  高校振興の充実  
第３章  文化芸術活動の推進  
第４章  スポーツ活動の推進  
第５章  生涯学習の推進  

 10．計画の体系 
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第４編  地域資源と産業を活かし挑戦するまち  

 
 
 

 
 第１章 農業の生産基盤整備と経営基盤強化  

第２章 地場産品の振興  
第３章 商店街のにぎわい創出  
第４章 地域の潤いにつながる交流の展開  

 

 

第５編  快適で安らぎを感じられる住みよいまち  

  
 第１章 道路整備と利便性の向上  

第２章 快適な市街地と都市計画  
第３章 公共交通の利便性向上  
第４章 人が集い憩える公園・緑地の維持  
第５章 住み続けたい住環境の整備  
第６章 移住・定住と交流  
第７章 安全な水道水の安定供給  
第８章 環境に優しい快適な下水道の整備  

 

 

第６編  多様なつながりで協働するまち  

  
 第１章 町民主体の住民活動  

第２章 広報広聴の充実による魅力の発見と情報発信  
第３章 町民参加のまちづくりの実現  
第４章 多文化共生の推進  
第５章 持続可能な行財政運営  
第６章 町有財産の適正管理と利活用  
第７章 広域行政の推進  
第８章 新たな生活様式の実現とまちのミライ  
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ＳＤＧｓとは、「Sustainable Development Goals」の略で、2015 年 9 月の国連サミットで採択された先

進国も含む 2030 年度までの長期的な国際社会全体の開発目標です。 

総合計画において持続可能なまちづくりの実現に向けて６編の基本計画の相互連携により切れ目ない

各種取組みを行い「まちに気づく まちを築く とかち清水 ～想いをミライに繋ぐまち～」の将来像を

描いています。その理念は国際社会全体の持続可能な開発目標であるＳＤＧｓの目指す 17 の目標とスケ

ールは異なるものの方向性が同じであることから、総合計画の推進を図ることでＳＤＧｓの目標達成にも

資するものと考えます。 

各施策が主に関わるＳＤＧｓの 17 のゴールとの関係については、基本計画の各章に掲載しています。 
 
目標 １．貧困をなくそう 

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ。 
 

 

目標 ２．飢餓をゼロに 

飢餓に終止符を打ち、食糧の安定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な 

農業を推進する。 
 

目標 ３．すべての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し福祉を促進する。 

 
 

目標 ４．質の高い教育をみんなに 

すべての人々に公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する。 
 

 

目標 ５．ジェンダー平等を実現しよう 

ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る。 

 

 

目標 ６．安全な水とトイレを世界中に 

すべての人々に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する。

 11．ＳＤＧｓ (持続可能な開発目標)と第６期清水町総合計画の関係性 
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目標 ７．エネルギーをみんなにそしてクリーンに 

すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保 

する。 
 

目標 ８．働きがいも経済成長も 

すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用および 

ディーセント・ワークを推進する。 
 

 

目標 ９. 産業と技術革新の基盤をつくろう 

レジリエントなインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、イノ 

ベーションの拡大を図る。 
 

 

目標 10．人や国の不平等をなくそう 

国内および国家間の不平等を是正する。 

 

 

目標 11．住み続けられるまちづくりを 

都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエントかつ持続可能にする。 

 

 

目標 12．つくる責任 つかう責任 

持続可能な消費と生産のパターンを確保する。 

 
 

目標 13．気候変動に具体的な対策を 

気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る。 

 
 

目標 14．海の豊かさを守ろう 

海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する。 

 
 

目標 15．陸の豊かさも守ろう 

陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理ならびに生 

物多様性損失の阻止を図る。 
 

目標 16．平和と公正をすべての人に 

持続可能な開発に向けて平和な社会を推進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供す 

るとともに、あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある制度を構築する。 
 

目標 17．パートナーシップで目標を達成しよう 

持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する。 



 

 

 

 

 

 

基 本 計 画 
  



 

 



 

 

 

 

第６期  清水町総合計画  基本計画 

第１編 安全・安心に暮らしつづけるまち 

第１章 協働による環境保全 

第２章 ごみの減量・再資源化の推進 

第３章 交通安全対策の推進 

第４章 防犯対策の強化 

第５章 消防・救急体制の充実 

第６章 消費生活の安心 

第７章 災害に備える取組みの推進 

第２編 健やかで笑顔あふれるまち 

第１章 健康寿命の延伸 

第２章 高齢者福祉サービスの充実 

第３章 障がい者（児）の生活の充実 

第４章 安心のある生活への支援 

第５章 切れ目ない子育て支援の充実 

第３編 学びから生きる力を育むまち 

第１章 地域とともに進める魅力ある教育の推進 

第２章 高校振興の充実 

第３章 文化芸術活動の推進 

第４章 スポーツ活動の推進 

第５章 生涯学習の推進 

第４編 地域資源と産業を活かし挑戦するまち 

第１章 農業の生産基盤整備と経営基盤強化 

第２章 地場産品の振興 

第３章 商店街のにぎわい創出 

第４章 地域の潤いにつながる交流の展開 
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第５編 快適で安らぎを感じられる住みよいまち 

第１章 道路整備と利便性の向上 

第２章 快適な市街地と都市計画 

第３章 公共交通の利便性向上 

第４章 人が集い憩える公園・緑地の維持 

第５章 住み続けたい住環境の整備 

第６章 移住・定住と交流 

第７章 安全な水道水の安定供給 

第８章 環境に優しい快適な下水道の整備 
 

第６編 多様なつながりで協働するまち 

第１章 町民主体の住民活動 

第２章 広報広聴の充実による魅力の発見と情報発信 

第３章 町民参加のまちづくりの実現 

第４章 多文化共生の推進 

第５章 持続可能な行財政運営 

第６章 町有財産の適正管理と利活用 

第７章 広域行政の推進 

第８章 新たな生活様式の実現とまちのミライ
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▍ 現状と課題 
 

先人から受け継いだ豊かな自然を守り、次世代の町民へつなげていくことは町民の責務であり子ど
もから大人まで自然に触れる機会の創出や環境保全に対する意識を高めていく必要があります。 
地球温暖化の急速な進行は、地球規模の異常気象や自然災害等の発生をもたらし全世界共通の課題

であり、主な原因とされている二酸化炭素等の温室効果ガス排出量の削減のため節減や自然環境に配
慮した再生可能エネルギーの利用促進などをさらに実践していかなければなりません。 
国際的にも持続可能な開発目標（SDGｓ）やカーボンニュートラル宣言等の流れの中で、地方自治

体における環境対策の役割と責任が一層高まっており、地域特性を活かした自立的な環境行動が求め
られています。 

▍ 基本的方向【自然環境に配慮する取組みが行われている】 
 

１．環境に関する学習・教育の充実を図り、環境保全意識を醸成します。 
２．不法投棄、ポイ捨て防止のため、定期的なパトロールによる監視・指導の徹底や看板設置などの

啓発を実践します。 
３．ゼロカーボンシティの実現に向け、省エネルギーの推進や、自然環境に配慮した再生可能エネル

ギーの利用を促進します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

２ クリーンデイの 
参加者数 140人 200人 ― 

２ ボランティア清掃 
の実施件数 91件 130件 地域団体等の 

実施件数 

３ バイオガス プラント 
普及率 29.99％ 50％ 牛の糞尿受入頭数 

/牛の全頭数 

▍ 関連分野計画 
 

環境基本計画、一般廃棄物処理基本計画、バイオマス活用推進計画 

▍ 関連事業 
 

環境衛生一般事務、し尿収集及び運搬事業、
バイオガスプラント利活用促進事業 

▍ ＳＤＧｓ (7.11.12.13.15) 

 

 
第１編 安心・安全に暮らしつづけるまち 

第１章 協働による環境保全 
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▍ 現状と課題 
 

近年ごみの総排出量はほぼ横ばいで推移していますが、令和元年度より直営のごみ処理から十勝圏
複合事務組合（くりりんセンター）で広域処理を行い、ゴミ処理コストの減少を目指しています。 
地域循環型社会を目指してリサイクルに特化した施設に改修したマテリアルリサイクル センターを

活用し、リサイクルを促進し更なるごみの減量化を進めていく必要があります。 

▍ 基本的方向【自然環境に配慮する取組みが行われている】 
 

１．効率的なリサイクル施設の運営と再資源化率の向上を図ります。 
２．５Ｒの推進を町民・事業者・行政が連携し、それぞれが役割を担いながら、リデュース（発生抑

制）、リユース（再使用）、リサイクル（再資源化）、リペア（修理）、リフューズ（不要なも
のはもらわない）を積極的に取り組み、地域循環型社会の構築を推進します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 
２ 資源リサイクル率 22.6% 30.0% リサイクル量 

/ごみ排出量 

２ 町民一人１日あたりの 
ごみ排出量 

761g 650g 家庭ごみ排出量 
/（人口×365） 

▍ 関連分野計画 
 

清水町分別収集計画 

▍ 関連事業 
 

ごみ収集業務、マテリアルリサイクルセンター施設運営事務 

▍ ＳＤＧｓ (7.11.12.13) 

 第１編 安心・安全に暮らしつづけるまち 

第２章 ごみの減量・再資源化の推進 
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▍ 現状と課題 
 

近年、高齢ドライバーによる運転操作誤りが原因の事故が増加し、高齢者が加害者にも被害者にも
なりうる交通事故が大きな社会問題になっています。本町では清水帯広線バス等の公共交通を運行し
てはいるものの自家用車が日常の移動手段として重要なものであり、自ら運転ができるうちは常用し
ているのが現状であるため、高齢ドライバーによる事故を防止するための支援策を推進する必要があ
ります。 
交通の要衝である本町においては、通過車両に対する交通安全キャンペーン等の実施に加え、町民

が交通事故に『あわない・おこさない社会』を目指しています。 

▍ 基本的方向【交通安全が保たれる仕組みがある】 
 

１．警察や関係機関と連携した交通安全意識向上のための啓発、ライフステージに応じた交通安全教
育の充実を図ります。 

２．安全で円滑な道路交通の確保や歩行者の安全を確保します。  
３．地域と連携した町民参加型の交通安全対策を推進します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 交通安全啓発活動 
の参加人数 

351人 355人 年間啓発活動 
参加者人数 

１ 交通安全教室の 
参加人数 

348人 350人 学校・地域等での 
参加人数 

１ 事故発生件数 11件 0件 町内で発生した 
人身事故件数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町交通安全計画 

▍ 関連事業 
 

生活安全・交通安全事業 

▍ ＳＤＧｓ (3.11) 

 第１編 安心・安全に暮らしつづけるまち 

第３章 交通安全対策の推進 
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▍ 現状と課題 
 

生活安全推進委員会を中心に関係機関と連携した巡回パトロールや子ども 110 番の家の設置、登下
校の見守り活動などを行っていますが、本町の犯罪発生件数は近年増加傾向にあります。引き続き犯
罪のない安心して暮らせる地域社会を築くために、町民一人ひとりの防犯意識の向上とあわせて地域
で見守る意識と生活安全推進委員会の活動の活性化を図るため、体制の強化が必要です。 
また、防犯・防災面や衛生面で周辺の生活環境への影響が懸念されることから、市街地の廃屋解体

撤去事業を推進することが必要です。 

▍ 基本的方向【防犯体制が保たれる仕組みがある】 
 

１．町民の防犯意識の向上と地域住民による自主的な防犯活動を推進します。  
２．犯罪に巻き込まれないよう防犯に関する学習機会や情報の提供を行います。  
３．空家等に必要な対策を講じます。 
４．家庭・学校・地域との連携を強化し地域の見守り体制の充実を図るとともに子ども 110番の家・

店登録を推進します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 防犯啓発活動人数 262人 500人 
地域防犯活動の 

参加人数 

１ 
２ 犯罪発生件数 20件 0件 

町内で発生した 
刑法犯罪数 

４ 子ども 110 番の家・ 
店登録数 

83件 100件 ― 

▍ 関連事業 
 

生活安全・交通安全事業、生活環境安全対策事業（廃屋解体撤去事業） 

▍ ＳＤＧｓ (11.16) 

 第１編 安心・安全に暮らしつづけるまち 

第４章 防犯対策の強化 
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▍ 現状と課題 
 

火災件数は、全国的に住宅用火災警報器や防炎製品、安全装置普及など、より安全な社会構造への
変化に伴い減少傾向にありますが、本町においては人口規模に対して面積が大きいことや交通量が多
い地域性などにより、野火火災や車両火災が多く、全国平均を上回っています。 
災害などから生命と財産を守るためには、継続的な火災予防広報活動や各種講習会の開催などによ

り町民一人ひとりの日頃からの備えや、防火意識の高揚を図る必要があります。 
十勝管内 19 市町村の消防は「とかち広域消防事務組合」に統合し、119番通報の一元受理、直近署

所からのより迅速かつ効果的な災害出動体制で地域住民の安全・安心を守っていますが、近年、消防
団員の確保が困難な状況にあるため、地域における消防団の存在意義の更なる理解と継続的な団員の
確保に努めるとともに、消防水利や消防・救急車両の計画的な整備を進める必要があります。 

▍ 基本的方向【町民の安全・安心を守る消防・救急体制の充実】 
 

１．町民の防災意識の醸成と、消防団員との連携などにより地域防災力の強化を図ります。 
２．火災予防の徹底と住宅用火災警報器などの設置を促進します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 消防団員の充足率 72％ 100％ 加入団員数 
／定数 

１ 救命講習の 
受講者数 

394人 1,000人 年間受講者数 

２ 住宅火災報知機 
設置率 

72.8％ 90％ 設置世帯数 
／世帯数 

▍ 関連分野計画 
 

消防署・消防団車両の更新整備計画、消防水利の整備事業及び維持管理計画、 
救急活動感染防止対策計画、救急活動資機材等の整備計画、消防活動資機材等の整備計画 

▍ 関連事業 
 

御影消防庁舎建替事業、とかち広域消防事務組合負担金、
清水・御影消防団事業、消防施設整備事業 

▍ ＳＤＧｓ (11) 

 第１編 安心・安全に暮らしつづけるまち 

第５章 消防・救急体制の充実 
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▍ 現状と課題 
 

近年インターネットの急速な普及などに伴い、子どもから高齢者まであらゆる世代の消費生活の利
便性が向上した反面、消費者をめぐるトラブルは複雑化し消費生活センターに寄せられる相談件数は
年間70件弱で推移しています。 
様々なトラブルからあらゆる世代を守るために行政と地域が連携を強化した取組みが必要となりま

す。 
さらに、消費者自らがデジタル社会の進展に対応できる知識を身につけ、必要な情報を収集して知

識を習得するといった、自立した消費者を育成するために、消費生活に関する知識向上と情報提供の
機会を増やす取組みが必要となってきます。 

▍ 基本的方向【消費生活の安心が確保されている】 
 

１．関係機関と連携し、被害の早期発見と迅速な救済対策を行います。 
２．自ら考え判断できる能力を育成する授業や講座を開催し、児童生徒の段階から消費者意識を醸成

します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 救済金額割合 94％ 100％ 救済金額 
/契約金額 

２ 消費生活出前講座 
実施回数 

5回 20回 学校・地域団体 
での実施回数 

▍ 関連分野計画 
 

消費生活基本計画 

▍ 関連事業 
 

消費経済費事務 

▍ ＳＤＧｓ (4.11.16) 

 第１編 安心・安全に暮らしつづけるまち 

第６章 消費生活の安心 
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▍ 現状と課題 
 

これまで本町では「平成28年台風10号大雨災害」や「北海道胆振東部地震」によるブラックアウト
などの災害を経験してきました。これらの被災経験から得た教訓を風化させることなく、防災・減災
意識の普及啓発を一層推進するとともに、被害を最小限に食い止める初動体制の確立や各種マニュア
ルの徹底など危機管理体制の充実強化を図らなければなりません。 
さらに、気候変動の進行に伴い、局地的豪雨や大型台風、突発的な自然災害などのリスクが年々増

大していることから、従来の災害対応に加え、災害の激甚化を前提とした防災・減災体制の再構築が
求められています。 
また、災害時に備えた非常用食糧と衛生用品等の生活必需品の計画的な備蓄や迅速な応急復旧のた

めの民間企業との協力体制の強化、災害時に支援が必要となる高齢者や障がい者などの避難行動を確
保するための支援体制の充実、町民へ緊急情報などを確実に伝えるための伝達体制の確立、自主防災
組織結成の促進など、地域防災力の更なる強化・向上を図る必要があります。 

▍ 基本的方向【地域に安心できる防災の仕組みがある】 
 

１．「自助」、「共助」、「公助」の基本理念に基づき自主防災組織の充実を図り、相互の連携を深
め総合的な地域防災力を強化します。 

２．防災行政無線をはじめとしたあらゆる手段を活用した確実な情報伝達を実施します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 自主防災組織率 50.76％ 65％ 自主防災組織 
数／行政区数 

２ 防災情報配信 
システム登録者数 

708人 850人 ― 

▍ 関連分野計画 
 

清水町地域防災計画、清水町耐震改修促進計画、清水町強靱化計画 

▍ 関連事業 
 

防災対策事業 

▍ ＳＤＧｓ (11.13) 

 第１編 安心・安全に暮らしつづけるまち 

第７章 災害に備える取組みの推進 
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▍ 現状と課題 
 

本町における平均自立期間（健康寿命の指標とされている「要介護２以上」までの期間）は、男性
は82.2年で全国平均の 79.7年を上回っており、女性についても85.9年で全国平均の84.0年を上回って
います。 
特定健診受診率は46.5％で全国、全道平均より高いものの、十勝管内平均より低い状況にあります。

（令和５年度十勝平均52.1％、十勝19市町村中13位） 
生涯にわたり心身の健康を保つには、幼い頃からの適正な生活習慣や食習慣の確立、健診の取り組

みや心身の健康に関する情報共有など、町民一人ひとりが自らの健康づくりに関心を持ち、健康意識
を高める取り組みが重要です。 
また、高齢化の進行等により、町民が安心して医療を受けられるために在宅医療の重要性が高まっ

ていることから、町内の医療機関の安定的な医療体制の整備と、包括的な地域の在宅医療体制の充実
を図る必要があります。 

▍ 基本的方向【心身ともに健康に暮らせる仕組みがある】 
 

１．町内医療機関と連携し健康診査や各種検診の受診率の向上に努め、健診データから自らの健康状
態を意識できるよう支援し、疾病予防や早期受診につなげ重症化を予防します。 

２．町内医療機関の機能充実と経営安定を支援します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 特定健診受診率 
46.5 

（令和５年度値） 
60.0% 受診者数 

／国保加入者数 

１ 健康教室・講話等 
実施回数 

181回 180回 健康指導 
栄養指導 

１ 
平均自立期間 

（健康寿命の指標となる 
期間） 

男性82.2年 男性83.0年 
― 

女性85.9年 女性86.0年 

▍ 関連分野計画 
 

清水町地域福祉計画、清水町健康増進計画、清水町保健事業実施計画（データヘルス計画） 
清水町高齢者福祉計画・清水町介護保険事業計画、清水町食育計画 

▍ 関連事業 
 

健康診査事業、保健予防事業、地域医療対策事務 

▍ ＳＤＧｓ (3.11) 

 第２編 健やかで笑顔あふれるまち 

第１章 健康寿命の延伸 
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▍ 現状と課題 
 

令和７年４月現在、本町の高齢化率は38.0％で全国的な動向と同様に少子高齢化と人口減少の進行
により支援を必要とする高齢者が増加傾向にあるため、地域包括ケアシステムを推進し高齢者が住み
慣れた町で安心して暮らし続けることができるまちづくりの実現が重要です。地域の困りごとを地域
が福祉や医療などの関係機関につなげる橋渡しや、地域の見守りサービス、在宅福祉サービスの提供
で、高齢者が明るく活力に満ちた高齢期を過ごすことができるよう、生きがいや仲間づくりなどの社
会参加の支援もさらに重要となってきます。 

▍ 基本的方向【老後不安なく暮らすことができる】 
 

１．介護予防や健康寿命の延伸に視点を置いた一貫した取組みを実践します。 
２．高齢者一人ひとりが地域社会の中で生きがいを持ち、支え合いながら活動する地域サロンや地域

カフェを充実します。 
３．認知症の正しい知識の普及や、認知症の方とその家族への支援体制の充実を図り、早期対応に向

けた医療機関との連携を継続します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 介護予防教室 
参加者数 

3,626人 4,000人 年間参加者数 

１ 在宅福祉サービス 
登録者数 

262人 300人 
給食・移送・ 
除雪サービス 

２ 地域カフェの回数 33回 48回 年間開催回数 

３ 認知症サポーター 
養成講座 

4回 6回 年間開催回数 

209人 300人 年間登録人数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町地域福祉計画、清水町高齢者保健福祉計画・清水町介護保険事業計画 

▍ 関連事業 
 

在宅福祉サービス事業、居宅介護支援・介護予防支援事業、
地域カフェ事業 

▍ ＳＤＧｓ (3.11) 

 第２編 健やかで笑顔あふれるまち 

第２章 高齢者福祉サービスの充実 
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▍ 現状と課題 
 

障がいのあるすべての人が、住み慣れた地域の一員として、安心して自分らしく暮らしていくため
には、乳幼児期、学齢期、就労期、老齢期といった一人ひとりのライフステージに合わせて継続した
関わりが不可欠です。同時に「地域での『障がい』に関する丁寧な支援を少しずつ積み重ねていくこ
と」と、「お互いの立場や考えを知り、理解する機会や、気持ちを共有できる経験をつくること」が
求められています。 
一人ひとりやその家族が、就学・進学・就労といった場面で安心して次の一歩を踏み出すためには、

福祉に限らない様々な関係機関と協力し合い、地域で支え合える関係づくりをどのように築いていく
のかが課題となっています。 

▍ 基本的方向【お互いに支え合い、自分らしく暮らし続けることができる】 
 

１．障がい者（児）自身とその家族の５年後・10 年後のライフステージを考えた「地域で暮らし続け
られる」支援を実施します。 

２．障がい者（児）とその家庭を社会全体で支え、個々の個性を伸ばしながら成長できるきめ細やか
な支援と療育・教育環境を充実します。 

３．一人ひとりの課題に対して、障がい福祉の枠の中だけで考えずに、様々な社会資源を巻き込んだ
取組みを実行します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

２ きずな園の満足度 
児童89.7％ 児童90.0％ 

満足した人／ 
児童・保護者数 保護者96.6% 保護者96.6% 

３ 障がい者雇用に 
取り組む企業数 

4社 8社 ― 

▍ 関連分野計画 
 

清水町地域福祉計画、清水町障がい者基本計画、清水町障がい福祉計画、清水町障がい児福祉計画 

▍ 関連事業 
 

障がい者支援事業（自立支援給付）、
特別支援教育推進事業 

▍ ＳＤＧｓ (3.10.11) 

 第２編 健やかで笑顔あふれるまち 

第３章 障がい者（児）の生活の充実 
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▍ 現状と課題 
 

人口減少や地縁・血縁による助け合い機能が低下するなか、一人ひとりが抱える「生きづらさ」は
複合化・複雑化しており、様々な生活課題となっています。生活困窮、ひきこもり（8050問題）など、
地域で表出し続ける生活課題については、これまでの高齢者、障がい者、子どもとそれぞれに切り分
ける対応や支援では解決が難しくなってきています。 
社会福祉や社会保障の制度が充実して縦割り化が進んだことや、多様な家族形態、生活スタイルや

考え方によるお互いへの寛容性や関心の低下なども、新たな課題となっています。 

▍ 基本的方向【地域のなかで支え合う仕組みがある】 
 

１．「生きづらさや関わりを拒否する人、孤立しがちで自ら声を発することが出来ない人」がいるこ
とに気がつき、様々なつながりを活用して生活課題を解決できる地域をつくります。 

２．子どもたちの学習支援や地域食堂など、自分が「支える側」にも「支えられる側」にもなる、世
代や分野を越えた交流・参加・学びができる地域コミュニティをつくります。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 
生活支援コーディネート 
事業等から実現した 

事業件数 
3件 5件 

町民主体の 
話し合いで実現に 
つながった事業 

２ 共生型つどいの場 
の利用者 

3,331人 4,800人 年間利用者数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町地域福祉計画、清水町地域福祉実践計画、清水町高齢者保健福祉計画、 
清水町介護保険事業計画、清水町障がい者基本計画、清水町障がい福祉計画、 
清水町障がい児福祉計画 

▍ 関連事業 
 

生活支援コーディネート事業、共生型つどいの場事業 

▍ ＳＤＧｓ (3.10.11) 

 第２編 健やかで笑顔あふれるまち 

第４章 安心のある生活への支援 
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▍ 現状と課題 
 

結婚から子育て期におけるきめ細やかな支援策を雇用や住宅施策などと横断的な連携を図り、自ら
の希望に基づいて子どもを産み、安心して育てることができる環境づくりを今以上に推進する必要が
あります。 
また、未来を担う子どもたちの健やかな成長のためには、子育ての負担軽減と就労の両立のための

様々な保育サービスや子育て支援の充実を図り、家庭、学校、地域そして企業が連携しながら、社会
全体で子どもを支える環境づくりが必要となります。 

▍ 基本的方向【親子ともに不安なく暮らす】 
 

１．男女の出会いや結婚の機会、子どもを持ちたいと希望する人への支援を創出します。  
２．出産から子育て、教育へとライフステージに合わせた切れ目ない支援を提供します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 合計特殊出生率 
1.34 

（H30～R4年値） 
1.50 15～49 歳の女性の 

年齢別出生率の合計 

１ 50歳時の未婚率 
(R2度国勢調査) 

男52.70% 男20.0% 
15～49歳の 
未婚率 女40.26% 女13.0% 

２ ファミリーサポート 
提供会員数 

46人 40人 ― 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略、清水町障がい児福祉計画、清水町子ども・子育て支援計画、 
清水町健康増進計画 

▍ 関連事業 
 

結婚・少子化対策事業、子育て支援事業 

▍ ＳＤＧｓ (3.4.5.11) 

 第２編 健やかで笑顔あふれるまち 

第５章 切れ目ない子育て支援の充実 
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▍ 現状と課題 
 

本町は、「心響」（心をかよわせ、響き合う感性豊かな教育）を教育理念とし、「しみず教育の四
季」を実践指標と定め、家庭・学校・地域が連携して新しい時代を生き抜くことができる子どもの育
成を推進してきました。 
令和元年度からは地域とともにある学校づくりを目指し、コミュニティ・スクールをスタ ートさせ、

家庭・学校・地域が一体となってより良い教育環境づくりに取り組んでいます。近年、発達障がいな
どの個別に支援を要する児童生徒が増加傾向にあり、一人ひとりが社 会的自立に向けて、確かな学力
や豊かな人間性を身に付ける支援体制やインクルーシブ教育の更なる充実が求められています。また、
時代の変化に対応した教育や、小学校と中学校の ９年間を通じて、系統的で切れ目のない教育を行う
小中一貫教育の推進と、部活動の地域展開や複数校での活動などが必要になってきます。 
今後は、郷土を愛し、将来に向かい夢や希望を持ち、新たな道を切り拓くことができる力を身に付

けた子どもを育む教育を推進することが強く求められています。 

▍ 基本的方向【自ら学び取り組む環境がある】 
 

１．『心響』の理念の浸透と、しみず「教育の四季」の指標を実践します。 
２．歴史や地域資源を活かした学習「十勝清水学」による郷土愛を醸成します。  
３．学校施設の老朽化対策、適正規模・適正配置を計画的に検討します。 
４．少人数学級の推進や奨学金・義務教育費の負担を軽減します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 朝食を食べている児童
生徒の割合 

小学生95.1% 小学生100％ 全国学力学習 
状況調査 中学生91.1% 中学生95.0% 

１ 学校に行くのは楽しいと 
思う児童生徒の割合 

小学生85.2% 小学生90％ 
全国学力学習 
状況調査 中学生89.6% 中学生90％ 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略、しみず「教育の四季」 

▍ 関連事業 
 

幼保・小連携教育推進事業、奨学金貸付事業、
小中学校施設改修・整備事業 

▍ ＳＤＧｓ (4.11) 

 第３編 学びから生きる力を育むまち 

第１章 地域とともに進める魅力ある教育の推進 
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▍ 現状と課題 
 

北海道清水高等学校は、昭和９年に開校して以来、平成９年に道内初の総合学科に転換するなど、
西十勝の教育の中心校としてこれまで多くの人材を輩出してきました。学校の重点目標である「自
立・探求・創造」する力の育成を目指して、一人ひとりの希望に沿った進路を実現するために様々な
取り組みを行っています。 
近年、少子化や私立高校の無償化による影響もあり、清水高等学校の入学者減少が大きな課題とな

っていることから、全国強豪の部活動をはじめ、地域みらい留学への参加、総合学科ならではの系列
ごとに専門的分野を学べることを最大限活かしつつ、清水高等学校振興会を中心に地域をあげて支援
する必要があります。 
～君の「やりたい」がここにある～をキャッチコピーとして、生徒の夢の実現のためにチャレンジ

できる環境を整備し、町内事業所等との連携を強化するなど、町ぐるみで高校振興に関わることがよ
り重要になっています。 

▍ 基本的方向【地元の高校を守り育てる】 
 

１．生徒の学習意欲を掻き立てる学習環境整備を支援します。 
２．幼・保・小・中それぞれとの交流により清水高校をより身近に感じる機運を醸成します。 
３．保護者負担の軽減を図ります。 
４．清水高校の強みを生かした広報活動に取り組みます。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

２ 幼保小中 
との交流回数 

９回 10回 ― 

３ 清水高校支援 
（通学補助者数） 20人 50人 ― 

― 町内企業への就職率 15％ 20％ 町内企業への就職者／ 
清水高校卒業生 

▍ 関連事業 
 

高校振興事業 

▍ ＳＤＧｓ (4.11)

 第３編 学びから生きる力を育むまち 

第２章 高校振興の充実 
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▍ 現状と課題 
 

文化芸術は、人々に感動や楽しさをもたらし、創造性を育むものとして、豊かな生活を送るために
欠かせないものです。 
昭和 55 年、文化センターの完成を記念して始まった第九演奏会は、一般演奏会とともに小・中・高

校などでの第九合唱として継承されているのをはじめとして、さまざまな文化団体やサークルが特色
ある活動を行っています。 
今後も、多くの町民が第九をはじめ様々な優れた文化芸術に触れる機会を提供するとともに、主体

的な活動の輪が広がる支援と情報の発信提供が求められています。 
また、「十勝開墾会社農場畜舎」などの文化史跡を通して、町の開拓の歴史や先人の労苦を学び、

町民一人ひとりがわが町を愛し、誇りを持つことができるよう郷土文化として保全し、後世に継承し
ていく必要があります。 

▍ 基本的方向【文化や芸術に親しむ機会がたくさんある】 
 

１．多彩で優れた文化芸術活動に親しみを持ち鑑賞する機会を創出します。  
２．文化団体やサークル活動など、主体的な文化芸術活動への支援や第九文化継承を実施します。 
３．ふるさとの歴史を郷土の文化として継承します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 
２ 

文化会館 
利用者人数 

22,991人 25,300人 年間利用者 
延べ人数 

２ 清水・御影文化協会事業 
参加者人数 

2,589人 2,600人 年間事業参加者 
延べ人数 

１ 
２ 

文化芸術の活動機会 
が提供されていると 
答えた人の割合 

53％ 
(令和2年度値) 

56％ 町社会教育調査 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略、清水町社会教育計画 

▍ 関連事業 
 

芸術文化活動奨励事業、郷土文化振興事業、
芸術鑑賞事業、第九文化継承事業 

▍ ＳＤＧｓ (4.11)

 第３編 学びから生きる力を育むまち 

第３章 文化芸術活動の推進 
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▍ 現状と課題 
 

スポーツやレクリエーションは、体力の向上や健康の保持・増進といった健康寿命の延伸だけでは
なく、生きがいづくりや町民のコミュニケーションの機会としても重要な役割を担っています。 
『アイスホッケーのまち』として今後もアイスホッケーをはじめ、各種スポーツに対する関心の高

まりが期待されます。町民が気軽にできる軽スポーツを普及させスポーツに対する意識を高めるとと
もに、競技力の向上を目指しジュニア期を含めスポーツ活動を推進する必要があります。 
また、老朽化により建替えが必要な体育館等の施設は、バリアフリーへの配慮や多面的な施設とな

るよう、計画的な整備が今後重要となります。 

▍ 基本的方向【充実したスポーツ活動ができる】 
 

１．安全で安心なスポーツ活動ができる環境を整備します。  
２．青少年スポーツ活動を支援します。 
３．競技普及に向けた支援や各種スポーツの指導者を養成します。 
４．気軽にできる軽スポーツの普及を推進します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

２ 
３ 体育館利用者人数 29,234人 29,300人 年間利用者 

延べ人数 

３ アイスアリーナ 
利用者人数 

28,591人 28,600人 年間利用者 
延べ人数 

２ 
３ 

体育協会事業 
参加者人数 

1,844人 1,900人 年間事業参加者 
延べ人数 

２  
４ 

スポーツの活動機会が 
提供されていると 
答えた人の割合 

53％ 
(令和2年度値) 

57％ 町社会教育調査 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略、清水町社会教育計画 

▍ 関連事業 
 

少年スポーツ奨励事業、小中学生スポーツ活動送迎事業、
一般スポーツ奨励事業 

▍ ＳＤＧｓ (4.11) 
 

 第３編 学びから生きる力を育むまち 

第４章 スポーツ活動の推進 
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▍ 現状と課題 
 

ゆとりと生きがいのある暮らしが望まれる中、健康づくりや趣味、教養を高める学習活動への関心
は高まっていますが、日常生活の忙しさや活動のきっかけを得られないことで、町民の学習活動が停
滞することが懸念されます。 
多くの町民が、自主的・主体的に学ぶことができるよう学習情報を発信するとともに、公民館や図

書館・郷土史料館で多様な人が学習することができる環境づくりを進める必要があります。 
生涯を通じて学び続け、学びの成果がまちづくりに活かされることは大変重要であり、生涯学習ボ

ランティア活動や子ども会活動など、地域の繋がりの中で青少年の学習活動を支えたり、世代を越え
て学びあい、教えあう機会を創出することが重要となります。 

▍ 基本的方向【自ら学び取り組む環境がある】 
 

１．町民のニーズや時代の変化に応じた学習情報の提供と学習環境を創出します。 
２．身につけた知識や経験を活かし、主体的にまちづくりや地域活動などに参画できる場を拡充しま

す。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 
２ 公民館利用者人数 30,429人 30,500人 年間利用者 

延べ人数 

１ 図書館・郷土史料館 
利用者人数 

6,010人 6,450人 年間利用者 
延べ人数 

１ 
町内の公立施設の講座等で

学習を行ったと 
答えた人の割合 

17％ 
（令和２年度値） 

20％ 町社会教育調査 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略、清水町社会教育計画、子どもの読書活動推進計画 

▍ 関連事業 
 

図書館資料整備事業、中央公民館事業、御影公民館改修事業 

▍ ＳＤＧｓ (4.11) 

 第３編 学びから生きる力を育むまち 

第５章 生涯学習の推進 
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▍ 現状と課題 
 

農業経営者の高齢化による離農や後継者不足により農家戸数が減少する一方で、大規模経営が増加
しています。大規模化は生産効率を上げるメリットがある反面、品質の確保や労働力対策が必要とな
っています。今後は、農業基盤の計画的な整備と経営規模に見合った農地集積、後継者・担い手の確
保による農家戸数の維持やスマート農業の推進が必要となってきます。 
畜産ではＣＦＳ（豚熱）や高病原性鳥インフルエンザ等、家畜伝染病の発生により産業動物を取り

巻く環境は大きく変動しています。アニマルウェルフェアや周囲環境に配慮した、安全な畜産物の供
給が必要となります。 
食の安全に対する関心や健康志向の高まりから、完熟堆肥や堆肥ペレット、バイオガスプラントか

ら生産される消化液の有効性を更に広めて化学肥料に頼らない有機農業を推進するためには、畑作農
家と畜産農家との耕畜連携を更に促進する必要があります。 
農業・農村が持つ多面的機能の維持と森林の機能保全・管理に一層努める必要があります。 

▍ 基本的方向【豊かなまちの農産品を実感できる】 
 

１．新規就農支援や後継者対策、就農希望者とのマッチング機能強化などの労働力確保を実践します。 
２．持続性のある質の高い資源循環型農業を推進します。  
３．農村景観の維持保全に努めます。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 年間新規就農者数 0人 1人 ― 

２ 
デントコーン耕畜 
連携作付助成面積 

251.1ha 310.0ha ― 

― にんにく作付面積 20.56ha 60.0ha ― 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略、バイオマス活用推進計画、バイオマスタウン構想、森林整備計画 

▍ 関連事業 
 

担い手確保・経営強化支援事業補助金、 
酪農人材確保対策補助事業、多面的機能支払事業 

▍ ＳＤＧｓ (2.7.8.9.11.15) 

 第４編 地域資源と産業を活かし挑戦するまち 

第１章 農業の生産基盤整備と経営基盤強化 
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▍ 現状と課題 
 

本町の地場産品の振興を図るため「清水町食育推進計画（清水町地産地消推進計画）」では「食で
育む豊かな心と元気なからだ」を基本目標にライフステージや生活シーンに応じた食育を推進してい
ます。食育には農業体験学習や地元の食材を再認識することが必要です。 
また、本町の工業は、農産加工を行う大手企業等、農業とともに地域経済を支える重要な役割を果

たしています。 
ＪＡ十勝清水町を中心とした十勝若牛やとれたんとブランドの推進、牛玉ステーキ丼や牛とろ丼、

十勝清水にんにく肉まつりなど基幹産業である農業や、豊かな自然や様々な地域資源の食を活用した
「十勝清水ブランド」を構築し、郷土愛と商業・工業・観光と連携した事業展開が重要となってきま
す。 

▍ 基本的方向【誇りが持てる地域ブランドがある】 
 

１．農業を身近に感じる体験や学習機会を拡充します。 
２．地域資源を活かした質の高い農産物や加工品のブランド化、流通・販売と情報発信を強化します。 
３．イベント等を通して良質な農産物の地産地消を進める「十勝清水ブランド」化を推進します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 農村ホームステイ 
受入農家戸数 

19戸 30戸 受入登録戸数 

２ 
３ 

加工品の 
ブランド化数 

17品 22品 品目数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略、産業振興ビジョン、バイオマス活用推進計画、清水町食育推進計
画 

▍ 関連事業 
 

新商品開発研究事業、清水町食育推進協議会交付金 

▍ ＳＤＧｓ (8.11) 

 第４編 地域資源と産業を活かし挑戦するまち 

第２章 地場産品の振興 
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▍ 現状と課題 
 

インターネットの普及による買い物の仕方の変化で、商業環境はさまざまな問題を抱えています。
更に店舗の老朽化や後継者問題に加え、人口減少により 10 年前と比較して商業者数は減少していま
す。 
商店街の活気と魅力向上のため、空き店舗の利活用、開業時のサポートやその後の支援体制の充実、

事業継承に向けての支援が今後重要になってきます。 
従来から、企業等の誘致、起業の支援に努めてきましたが、今後、テクノロジーの進化により、全

国どこでも仕事をすることが可能な業種が増えてくることが想定されます。 
商店街のにぎわいを創出するためには、既存の商工業者に加え、新たな業種への支援も必要となり

ます。 
また、町内消費拡大を図るため地域活性化商品券の発行などの各種事業に取り組んでいますが、消

費の偏りといった課題もあり、町内の消費拡大につながる施策がさらに求められています。 

▍ 基本的方向【にぎわいのある商店街がある】 
 

１．官民連携による商店街の空き店舗活用を推進し、まちなかのにぎわいを創出します。 
２．商工会と連携し安定した経営基盤の確立をサポートします。 
３．商業者が消費者とともに愛町購買運動を推進します。 
４．企業等の誘致に努めるとともに、起業について支援を行います。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 空き店舗活用新規 
事業者数 

1件 5件 年間件数 

１ 起業等による新規 
事業者数 

5件 5件 年間件数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略 

▍ 関連事業 
 

地域活性化応援商品券事業補助金、清水町企業等スタートアップ支援事業補助金 

▍ ＳＤＧｓ (8.9.11) 

 第４編 地域資源と産業を活かし挑戦するまち 

第３章 商店街のにぎわい創出 
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▍ 現状と課題 
 

国道 38 号、274 号や道東自動車道など道央圏と接続する道東の玄関口である地理的利点に加え、豊
かな自然や食がまちの強みとして挙げられますが、それらを活かしきれていないのが現状です。地元
産品を地元で消費し更に町外へ魅力を発信することで、食を通じた交流が広がります。これまで行っ
てきたや農産物の直売所など、魅力ある地元産品を発信する新たな拠点が必要となってきます。 
また、豊かな眺望から厳選された清水四景＋１や、歴史的に価値のある史跡が数多く点在している

地域資源の魅力を最大限に引き出し、目的地となる産業観光資源の創出で雇用や町内外からの消費の
拡大を目指すことが重要となってきます。 
今後、まちのブランド力と発信力を高める取組みや更なる宿泊機能の充実が必要です。 

▍ 基本的方向【人が集う場所とイベントがある】 
 

１．観光のコンテンツづくりと推進体制の構築を官民連携で進め、滞在型観光による交流人口や関係
人口の増加を推進します。 

２．まちのブランド力と発信力を高める取組みを進めます。 
３．魅力ある地元産品を発信する新たな交流拠点づくりを進め交流による経済効果を高めます。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 観光入込客数 157,571人 201,102人 年間入込客数 

２ 観光協会ホームページ 
アクセス数 73,217人 75,000件 年間 

アクセス数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略、産業振興ビジョン 

▍ 関連事業 
 

観光振興事業、情報発信拠点整備事業 

▍ ＳＤＧｓ (8.11) 

 第４編 地域資源と産業を活かし挑戦するまち 

第４章 地域の潤いにつながる交流の展開 
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▍ 現状と課題 
 

主要な幹線道路である２本の国道と８本の道道、道東自動車道のインターチェンジを有し、札幌市
や新千歳空港などの道央圏や、道東への交通アクセスの利便性が高いまちです。また、広尾自動車道
の延伸により様々な物流に対応できる交通の要衝として地理的優位性を持っています。 
町道については、住民の日常生活や地域経済、地域間交流などを支える社会基盤である一方、災害

時等の円滑な緊急活動や避難経路としての機能を有しているが、経年劣化等の損傷が著しく計画的な
修繕や改修などの整備が必要であります。 
また、町道の適切な維持管理の継続により安全確保や利便性の向上を図る必要があります。 

▍ 基本的方向【安全な交通網が保たれている】 
 

１．計画的な修繕による長寿命化と、安全で快適な道路網を整備します。 
２．橋梁の長寿命化と安全に通行ができるよう計画的に修繕を行います。 
３．冬季間の交通の安全を確保します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 町道の舗装率 62.3% 62.3% 
町道の舗装道路 
延長／町道の 
道路延長 

２ 橋梁修繕 9橋 17橋 ― 

２ 町道わだち掘れ等 
舗装補修 

16路線 23路線 ― 

▍ 関連分野計画 
 

清水町強靭化計画、橋梁長寿命化計画 

▍ 関連事業 
町道整備事業・道路新設改良費事務、除雪対策事業 

▍ ＳＤＧｓ (11) 

 第５編 快適で安らぎを感じられる住みよいまち 

第１章 道路整備と利便性の向上 
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▍ 現状と課題 
 

市街地の商店街は、商品やサービスの提供はもとより、子どもから高齢者まで幅広い世代が集まる
身近な交流の場としての役割も担っています。 
今後、町全体の人口減少が見込まれる中、清水市街、御影市街、農村部それぞれが持つ価値や機能、

役割を活かしながら、まちづくりを進める必要があります。 
市街地には、人口減少や少子高齢化などに対応した居住機能や商業、医療福祉、公共交通等の様々

な都市機能が集約されています。清水市街地においては、ハーモニープラザなどJR十勝清水駅周辺機
能の充実が求められています。御影地区においては、住宅政策を中心に小規模な市街地としての機能
が求められています。 
今後、人口減少を前提とした、土地利用、都市計画が必要であり、高齢者から子育て世帯など全て

の世代にとって安心して快適に暮らせる生活環境づくりを町民とともに合意し、長期的視点で「小さ
くても質の高いサービスを提供する」まちづくりの実現が重要となってきます。 

▍ 基本的方向【いつまでも住み続けたいと思える】 
 

１．異世代が交流し、にぎわいと利便性の高いコミュニティを形成します。 
２．空地空家の利活用を促進します。 
３．活動・交流拠点の強化や生活サービス機能の集約・確保等により、利便性の高い生活圏の維持形

成を推進します。 
４．ユニバーサルデザインを取り入れた公共空間づくりを目指します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 都市計画区域内人口 5,124人 4,310人 清水市街地 

１ 御影市街地人口 1,696人 1,519人 御影集落排水 
処理区域内人口 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略、都市計画区域の整備・開発及び保全の方針（北海道決定） 

▍ 関連事業 
 

都市施設管理事業 

▍ ＳＤＧｓ (3.8.9.11) 

 第５編 快適で安らぎを感じられる住みよいまち 

第２章 快適な市街地と都市計画 
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▍ 現状と課題 
 

帯広市近郊からの通勤・通学や、札幌市などの道央圏と繋いでいるＪＲや都市間バスなどの公共交
通機関は、生活の交通利便性を向上させています。清水帯広線バスなどは、高齢者や障がい者、車を
持たない方といった交通弱者の移動手段として重要な役割を担っています。 
また、日常生活を支える買い物銀行バスを運行し、町民誰もが快適に移動できる地域交通網を構築

していますが、今後高齢者世帯の増加や免許返納による交通弱者の増加により、コンパクトな都市構
造が求められるなか、町民の移動手段をより効果的に確保できる体制を整えることが重要となってき
ます。 

▍ 基本的方向【交通の便が良く、移動しやすいと感じられる】 
 

１．ＪＲ、都市間バス、清水帯広線バスや買い物銀行バス等が連携し、利用しやすい地域交通を構築
します。 

２．十勝清水駅の利便性向上を図るため、ＪＲと連携し、バリアフリー化を進めます。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 清水帯広線バス 1,789人 2,000人 年間利用者 

１ 買い物銀行バス 6,109人 6,500人 年間利用者 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略 

▍ 関連事業 
 

地域公共交通活性化事業 

▍ ＳＤＧｓ (11) 

 第５編 快適で安らぎを感じられる住みよいまち 

第３章 公共交通の利便性向上 
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▍ 現状と課題 
 

清水市街を望む丘で春の桜をはじめ四季折々の景観を楽しむことができる清水公園は町内外を問わ
ず多くの人々の憩いの場で、季節を問わず多くの観光客が訪れています。今後さらに町民が愛着と誇
りを感じられるような交流の拠点となる公園整備が必要となってきます。 
市街地にある街区公園や緑地は、町民同士の交流や子どもの遊び場として利用されている一方、災

害時の避難場所としても役割を果たしています。街区公園の長寿命化を見据えた適正な管理が必要と
なります。 

▍ 基本的方向【安心して憩うことができる】 
 

１．計画的な公園整備と適正な管理を行います。 
２．清水公園を町内外者の休憩型観光の拠点として整備します。 
３．子どもから高齢者の異世代が交流できる公園を整備します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

２ 
３ 

清水公園入込客数 9,119人 9,321人 年間入込数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略 

▍ 関連事業 
 

清水公園再整備事業、公園・観光施設管理（公園遊具更新事業含む） 

▍ ＳＤＧｓ (3.11) 

 第５編 快適で安らぎを感じられる住みよいまち 

第４章 人が集い憩える公園・緑地の維持 
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▍ 現状と課題 
 

本町の町営住宅は、居住者の状況に応じた適切な住まいを提供する住宅セーフティネットとしての
役割を担っており、長寿命化計画に基づいた適正な管理・更新を進めています。現在町営住宅全体の
入居率は約74％で、ユニットバスを完備した町営住宅では約91％と高い入居率で推移しています。今
後は人口減少に伴い、管理戸数を減少させていく必要があるものの、現在入居者のおよそ半数が高齢
者であり、今後益々その割合が高く推移することを踏まえると、高齢世帯等に対応したユニバーサル
デザイン化を計画的に進めなければなりません。 
また、子育て世代の定住を促進しまちの活力維持を図るためには、民間企業と連携し様々な世代の

多様なニーズが実現される住環境の整備が益々求められてきます。 

▍ 基本的方向【いつまでも住み続けたいと思える】 
 

１．民間活力を活用した住宅の供給を図り、世帯向けの賃貸住宅建設業者や個人住宅のリフォームを
支援します。 

２．老朽化が進む町営住宅の統廃合や更新を検討し、適正な供給量の確保と適切な維持管理に努めま
す。 

３．全ての世代が快適で安心して暮らせることができ、移住・定住にもつながる住環境を整備します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 移住定住賃貸住宅 
建設補助件数 

8件 14戸 年間助成件数 

２ 町営住宅戸数 520戸 414戸 年間管理戸数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略、清水町営住宅等長寿命化計画 

▍ 関連事業 
 

公営住宅等整備事業 

▍ ＳＤＧｓ (3.10.11) 

 第５編 快適で安らぎを感じられる住みよいまち 

第５章 住み続けたい住環境の整備 
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▍ 現状と課題 
 

令和元年度は出生数と死亡数の差である自然増減がマイナス126人、転入者と転出者数の差である社
会増減がマイナス21人で合計１年間147人のマイナスとなり、人口減少が進む町としてその対策が喫
緊の課題となっています。 
子育て支援策をはじめとする福祉や教育支援に加え、若い世代が地元に戻りたいと思ったときの受

け皿となる雇用や新規就業支援事業や起業支援をさらに進めていく必要があります。更に、都市地域
から、地域おこし協力隊の採用を進め、新たな視点で地域協力活動を行いながら定住・定着を図る取
り組みが引き続き必要となります。 
また交通の要衝である地理的優位性や豊かな自然や食などのまちの強みを活かし、交流人口、関係

人口の創出から移住・定住につなげる支援を積極的に進める必要があります。 

▍ 基本的方向【いつまでも住み続けたいと思える】 
 

１．移住定住の情報発信と相談体制を強化します。  
２．住宅取得支援等の移住を推進する制度の強化を行います。 
３．多様な暮らし方や地域との関わり方に対応できるよう、町外からの来訪者が一定期間滞在しやす

い環境や仕組みづくりを進めます。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 移住者数 44人 50人 相談や各種施策を 
利用して移住した者 

２ 奨励金交付件数 
（住宅取得） 33件 40人 移住定住世帯への 

年間交付件数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略 

▍ 関連事業 
 

定住促進賃貸住宅建設補助金交付事業、マイホーム取得奨励金交付事業、 
移住・定住促進事業、子育て移住体験事業 

▍ ＳＤＧｓ (11) 

 第５編 快適で安らぎを感じられる住みよいまち 

第６章 移住・定住と交流 
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▍ 現状と課題 
 

水道事業は上水道事業（清水市街地区、下佐幌・人舞地区、熊牛・美蔓地区、御影市街地区）とし
て４地区あり、水道普及率は97.8％（令和６年度末現在）です。未普及地域の清水地区郊外、御影、
羽帯、旭山地区の農村地域へは浄水器設置補助を行い、水質基準に適合した飲用水の確保をしていま
す。 
今後も、老朽化した水道施設や管路の更新等を計画的に進めていかなければならない中で、人口減

少等により料金収入も減少する見込みとなっており、経営環境はさらに厳しくなることが予想されま
す。 
このような状況においても、経営基盤の強化を図りながら安心・安全で安定した水道を、将来にわ

たって持続的に経営する必要があります。 

▍ 基本的方向【いつまでも住み続けたいと思える】 
 

１．水質検査計画に基づく水質検査を徹底し、安心・安全な水を供給します。 
２．老朽化した水道施設を計画的に更新や耐震化を行い、災害に強い水道を目指します。 
３．経営戦略を見直しながら持続可能でいつまでも安心して使い続けられる水道を目指します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

３ 有収率 73.2% 85.0% 有収水量 
/給水量 

▍ 関連分野計画 
 

水道事業経営戦略 

▍ 関連事業 
 

水道事業（資本的支出）、水道事業（未普及地域解消）、家庭用浄水器設置費補助事業 

▍ ＳＤＧｓ (6.11) 

 第５編 快適で安らぎを感じられる住みよいまち 

第７章 安全な水道水の安定供給 
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▍ 現状と課題 
 

下水道事業は公共下水道事業（清水市街地区）と集落排水事業（御影市街地区）の２つがあり、計
画区域内の水洗化率（令和６年度末現在）は98.2％です。農村地域については、生活環境を改善する
ため、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽の設置を推進しており、導入世帯への費用の一部を
補助しています。また、雨水処理の整備が行われたことにより、大きな浸水等は起こっていませんが、
近年、記録的な豪雨も発生しており水害の危険性も増してきています。 
今後も、経年劣化による雨水管・汚水管の更新や処理場の機器更新などを計画的に進めていかなけ

ればならない中で、人口減少等により料金収入も減少する見込みとなっており、経営環境はさらに厳
しくなることが予想されます。 
このような状況においても、経営基盤の強化を図りながら将来にわたって持続可能な下水道経営を

する必要があります。 
 

▍ 基本的方向【いつまでも住み続けたいと思える】 
 

１．環境衛生の向上を図り、快適で良好な生活環境を維持します。  
２．下水道施設の長寿命化や耐震化などの適切な維持管理を行います。 
３．経営戦略を見直しながら持続可能でいつまでも安心して使い続けられる下水道を目指します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 
汚水処理人口 

普及率 
91.0％ 93.0% 

公共下水・集落排水 
浄化槽の汚水処理 
人口/総人口 

▍ 関連分野計画 
 

下水道ストックマネジメント計画、下水道事業経営戦略 

▍ 関連事業 
 

公共下水道事業（資本的支出）、集落排水事業（資本的支出） 

▍ ＳＤＧｓ (11) 

 第５編 快適で安らぎを感じられる住みよいまち 

第８章 環境にやさしい快適な下水道の整備 



 

60 

 

▍ 現状と課題 
 

本町は２つの市街地と 13 の農村地域に分けられ、さらに細分化された 130 余の自治組織で構成さ
れています。少子高齢化により町内会等の会員数が減少するなか、関わり方やきっかけがわからない
単身世帯や外国人居住者の増加によって未加入世帯が増加し、地域コミュニティ活動が停滞している
町内会等が生じています。 
地域コミュニティ活動は少子高齢化時代だからこそ、人と人を繋ぐ大切な活動です。町内会等の未

加入理由を解消するとともに、地域住民活動の拠点である集会所施設の長寿命化や建替えなど活動環
境の整備を図る必要があります。 

▍ 基本的方向【地域のなかに支え合う仕組みがある】 
 

１．最も身近な組織で相互扶助の役割を果たす支え合いを推進します。  
２．地域コミュニティ活動拠点である施設を適正に配置します。   
３．参加したくなるような充実した町内会等活動を支援します。   
４．転入者とのつながりを強くするコミュニケーションを推進します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 町内会等加入率 66.2% 100％ 加入世帯数 
/総世帯数 

１ 町ボランティア 
センター登録数 

17団体 23団体 ボランティア 
サークルの登録 
団体数及び人数 132人 160人 

▍ 関連事業 
 

住民活動事務、地域集会所維持管理事務 

▍ ＳＤＧｓ (3.11) 

 第６編 多様なつながりで協働するまち 

第１章 町民主体の住民活動 
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▍ 現状と課題 
 

まちづくりへ町民参加を一層進めるためには、わかりやすくタイムリーな町政情報の共有が重要で
す。これまで広報しみずをはじめ町ホームページの活用やソーシャルネットワークサービスなどあら
ゆる媒体を活用して発信してきましたが、引き続き「伝える」から「伝わる」情報発信を心がけます。 
「暮らしたい」、「訪れたい」と選ばれるためには、行政と町民がまちの魅力を共有し、町民自ら

も町内外へ情報発信していくことが重要で、それがシティプロモーションにもつながります。 
今後も協働のまちづくりを進めていくために最も重要な町民一人ひとりの意見や要望に対し、様々

な手段を用いて共有できる広聴体制を引き続き推進していきます。 

▍ 基本的方向【町内外にまちの情報が行き届いている】 
 

１．特色あるまちの取組みや魅力を効率的に発信します。 
２．町民全体が情報発信の主体となり、住民の視点からの魅力を発信する機運を醸成します。 
３．町民が積極的にまちづくりに対して提言し、町政に参画しやすい手段を整えます。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 町ホームページへ 
のアクセス数 314,303件 350,000件 年間 

アクセス数 

３ 意見、提案情報の 
共有件数 

20件 30件 
広報レター・町民意見 

提出制度の内容 
共有件数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町人口ビジョン・総合戦略 

▍ 関連事業（主な施策の内容） 
 

情報発信事務（ホームページ等）、広報広聴事務 

▍ ＳＤＧｓ (11.16) 

 第６編 多様なつながりで協働するまち 

第２章 広報広聴の充実による魅力の発見と情報発信 
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▍ 現状と課題 
 

町民と行政が一体となりまちづくりに取り組んでいくためには、町民の参加機会を拡大するととも
に、それぞれが役割を認識し互いに補い合うことが必要不可欠です。町政を自分ごととして捉えられ
るよう、生活者視点の多様な意見を広く聴く町民参画の機会を広げる仕組みを積極的に構築していく
ことが一層重要となっていきます。 
また、男女ともにそれぞれの個性や能力を発揮して活躍できる社会の実現に向けた取組みにより、

仕事と子育て・介護等の両立、さらに男性の家事や育児などへの参画意識を高め、女性の就労環境の
整備が必要です。 

▍ 基本的方向【主体的にまちづくりに参加している】 
 

１．まちづくり基本条例に基づいた協働のまちづくりを実践します。 
２．まちづくりを自分ごととして捉えられる多様な対話を実現します。 
３．町民のアイデアを具現化できる仕組みづくりを進めます。 
４．男女共同参画社会実現に向けた取組みを進めます。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

２ 無作為抽出による 
住民参加応募率 

0％ 5.0% 応募者数/無作為 
抽出者数 

４ 委員会・審議会等の 
女性登用率 

28.4% 40.0% 女性委員数/ 
全体委員数 

▍ 関連分野計画 
 

清水町まちづくり基本条例、清水町男女共同参画基本計画 

▍ 関連事業（主な施策の内容） 
 

まちづくり基本条例事務 

▍ ＳＤＧｓ (5.11.16) 

 
 

 

 

 

 

 

 第６編 多様なつながりで協働するまち 

第３章 町民参加のまちづくりの実現 
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▍ 現状と課題 
 

近年外国籍の町民は増加傾向にあり、令和７年４月現在で310人と町の人口の3.6％を占めています。
このように、外国人登録者の居住が増加するなか、共に安心して暮らせるまちづくりを目指して、多
言語による行政情報の提供を行うとともに、窓口等で外国人への対応を充実させるなど、言語や文化、
互いの価値観などを認め尊重し合うことが重要となります。 
今後においても、異文化圏との交流を積極的に進め多文化共生社会の実現に向けて、取組みを一層

推進することが重要です。 

▍ 基本的方向【地域のなかに支え合う仕組みがある】 
 

１．福祉や医療、教育など外国籍町民が不安を感じることなく生活できる体制を整えます。 
２．行政情報の多言語化、外国人の窓口相談対応等を充実します。 
３．町内における異文化交流を推進します。 

 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１  
２ 

情報の多言語化アイテム数 7 増 
外国語表記や 

外国語対応機器の 
整備 

▍ 関連事業（主な施策の内容） 
 

交流事業（国際交流・各地清水会等）、情報発信事務（ホームページ等） 

▍ ＳＤＧｓ (4.10.11) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 第６編 多様なつながりで協働するまち 

第４章 多文化共生の推進 



 

64 

 

▍ 現状と課題 
 

価値観の変化などの町民ニーズを的確に把握し、質の高い行政サービスを将来にわたって提供する
必要があります。 
本町の歳入は、国からの依存財源である地方交付税が約４割を占め、今後の景気状況などにより見

通しは厳しいものがあります。また、少子化による生産年齢人口の減少の影響などにより自主財源で
ある税収の減少も見込まれます。 
一方、歳出については、高齢化の進展による社会保障関係経費や公共施設などの老朽化対策に係る

経費の増加が予測され、財政運営は一層厳しさを増していきます。 
また、行政課題が多角化、複合化し、従来の組織体系で取組むことが困難な事例が増加しているこ

とから、組織横断的に連携するスリムで機能的な行政機構を構築し、職員の資質の向上を図り、「ひ
と・もの・かね」を最大限に活かした行政経営が求められています。 

▍ 基本的方向【信頼できる行政である】 
 

１．健全な財政運営を維持するため、財政収支のバランスを注視しつつ、安定的な財源の確保を図り、
最少の経費で最大の効果を挙げます。 

２．新たな行政課題や多様化する町民ニーズに対応できる、柔軟で合理的な組織構築と幅広い視野と
発想力でチャレンジする職員を育成します。 

３．新たな政策や条例、計画の策定について、決定過程を明確にした行政を実現します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 実質赤字比率 
連結実質赤字比率 

黒字 黒字 一般会計及び全 
会計の赤字比率 

１ 実質公債費比率 9.4% 12.5%未満 
一般会計の標準的な 
年間収入が借金返済に 

充てられた比率 

１ 将来負担比率 ― 35.0%未満 将来負担すべき 
負債残高の比率 

▍ 関連分野計画 
 

行財政改革計画、公共施設マネジメント計画 

▍ 関連事業（主な施策の内容） 
 

職員研修事務、行政管理事務、財産管理事務 

▍ ＳＤＧｓ (11.16) 

 第６編 多様なつながりで協働するまち 

第５章 持続可能な行財政運営 
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▍ 現状と課題 
 

サービスの充実と向上を図るため、各分野で整備してきた公共施設の老朽化に伴い維持や更新が大
きな課題となっていきます。 
貴重な財産である公共施設を次の世代に引き継ぐため、そのあり方や適切な規模について人口ビジ

ョンや将来に向けたニーズを検討し、総合的かつ計画的な適量化に取り組む必要があります。 
また、将来を見据えた基金の計画的な積立てと、行政サービスの向上にむけた有効活用が必要です。 

▍ 基本的方向【いつまでも住み続けたいと思える・信頼できる行政である】 
 

１．町民参画を得て、将来の人口動態や行政コストから誰もが使いやすい施設整備、施設の適正規模
や配置等を見極めます。 

２．公共料金や使用料について受益者負担の公平性を確保します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 施設整備等 
計画の策定 

100％ 100％ 公共施設 
個別施設計画 

▍ 関連分野計画 
 

清水町公共施設等総合管理計画 

▍ 関連事業（主な施策の内容） 
 

庁舎管理事務、総務課所管分普通財産事務 

▍ ＳＤＧｓ (11.16) 

 第６編 多様なつながりで協働するまち 

第６章 町有財産の適正管理と利活用 
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▍ 現状と課題 
 

道路交通網などの社会基盤が整備され、町民の日常生活圏や経済活動の範囲は市町村の区域を越え
て広がり、行政運営や行政サービスも広域連携により効率的かつ効果的に取り組んでいます。十勝の
中心的役割を担う帯広市と各町村が、それぞれの魅力を活かしながら役割分担し、生活機能（医療、
福祉、教育、産業振興、環境、防災）、結びつきやすいネットワーク（地域公共交通、地産地消、移
住交流）及び人材育成の強化の３分野 21 項目を十勝圏域で連携し共同処理を行っています。 
これからも周辺市町村が持つ地域資源を有機的に結びつけ、まちの魅力と活力の向上に効果的な広

域連携が重要となってきます。 

▍ 基本的方向【スリムで効率的な行政である】 
 

１．関係市町村と機能分担や共同処理により行政サービスを向上します。 
２．持続可能な十勝を次世代につなぐため、自治体の垣根を越えた職員連携を図ります。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

１ 十勝圏域で連携する 
取組み 

21項目 21項目 十勝圏定住自立 
圏共生ビジョン取組項目 

▍ 関連分野計画 
 

十勝定住自立圏共生ビジョン 

▍ 関連事業（主な施策の内容） 
 

広域振興事業（十勝圏等） 

▍ ＳＤＧｓ (11.16.17) 

 第６編 多様なつながりで協働するまち 

第７章 広域行政の推進 
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▍ 現状と課題 
 

令和元年度末に確認された新型コロナウイルス感染症は、世界中で感染が拡大し国内においても多
くの感染者が確認されているところですが、本町においても、令和２年 11 月に役場内において集団感
染事例が発生し、町民生活に大きな影響を及ぼしました。 
長期間にわたる外出自粛要請や学校及び事業者等への休業要請により、社会経済活動や教育、労働、

地域活動に大きな変化がもたらされました。 
感染拡大が一定の終息を見せた現在においても、テレワークやオンライン学習、非接触型サービス

の普及など、新型コロナウイルス感染症を契機に定着した生活様式の変化は継続しています。同時に、
デジタル技術の急速な進展により、医療、行政、教育、買い物、移動といった生活のあらゆる場面で
ICT活用が進みつつあり、地域においてもその恩恵と課題が顕在化しています。 
町の未来を示す第６期総合計画においては、「新たな生活様式」を持続可能で快適な暮らしを実現

する契機と位置づけ、ICT・DX（デジタルトランスフォーメーション）を活用したまちづくりや、柔
軟な働き方・学び方・関わり方を受け入れる地域社会を構築し、「まちに気づく まちを築くとかち清
水 ～想いをミライに繋ぐまち～」の実現を目指して歩み続ける必要があります。 
新たな生活様式を取り入れながら、「自助」、「共助」、「公助」それぞれが相互補完しあい、人

との絆や心のつながりがあふれる地域コミュニティで住み続けたいと思えるまちを築く必要がありま
す。 

▍ 基本的方向【ミライに歩む仕組みがある】 
 

１．迅速でわかりやすい情報共有に取り組みます。 
２．誰もが使いやすく、効率的な行政サービスを実現する行政のデジタル化を推進します。 
３．リモートワーク等の働き方改革、教育におけるＩＴ化導入を推進します。 
４．審議会等のオンライン導入による新たな町民参加機会を増幅します。 

▍ 基本的方向に関連する主な目標数値 
 

基本的 

方向 
指標 

現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和12年度） 
説明 

３ 
４ 

授業や各種会議等の 
オンライン環境整備 

100％ 100％ ― 

▍ 関連分野計画 
 

清水町新型インフルエンザ等対応業務継続計画 

▍ 関連事業 
 

まちづくり基本条例事務 

▍ ＳＤＧｓ (3.4.11) 

 第６編 多様なつながりで協働するまち 

第８章 新たな生活様式の実現とまちのミライ 



 



 

 

 

 

 

 

資 料 編 
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時  期 内     容 

令和 ７年 ４月 １日 ● 清水町まちづくりアンケートの実施 
15歳以上の町民 1,000名を無作為に抽出→回答数２５８名 

令和 ７年 ５月２９日 ● 第１回総合計画審議会 
第６期清水町総合計画前期実施評価について 

令和 ７年 ６月 ２日 ● 第１回住民協議会 テーマ「清水町の将来イメージ」 
  住民協議会委員 参加者 ２９名 

全体コーディネーター 株式会社 KITABA 代表取締役 酒本 宏 氏 
令和 ７年 ６月２７日 ● 第２回住民協議会 テーマ「清水町の将来像と課題」 

  住民協議会委員 参加者 ２０名 
全体コーディネーター 株式会社 KITABA 代表取締役 酒本 宏 氏 

令和 ７年 ７月１５日 ● 町民と町長のまちづくり懇談会 
22団体 127名、14地域 90名 

令和 ７年 ８月 ５日 ● 第３回住民協議会 テーマ「今後のまちづくりと自分たちができること」 
  住民協議会委員 参加者 １６名 

全体コーディネーター 株式会社 KITABA 代表取締役 酒本 宏 氏 
令和 ７年 ８月２６日 ● 第４回住民協議会 テーマ「自分たちは何かできるか・何からやるか」 

住民協議会委員 参加者 １４名 
全体コーディネーター 株式会社 KITABA 代表取締役 酒本 宏 氏 

令和 ７年 ９月２５日 ● 清水町まちづくり講演会 
参加者 ８０名  
講演会 田中賢介氏と考える協働のまちづくり 
講 師 学校法人田中学園理事長 田中 賢介  氏 
    フリーアナウンサー   奈良 まなみ 氏 

令和 ７年１０月 ６日 ● 第２回総合計画審議会 
第６期清水町総合計画基本構想の見直し方針について 
第６期清水町総合計画後期基本計画（素案）について 

令和 ７年１０月 ８日 ● 議会全員協議会 
第６期清水町総合計画後期基本計画（素案）について 

令和 ７年１０月１５日 ● 第６期清水町総合計画基本構想（素案）及び第６期清水町総合計画後期基本
計画（素案）に対する町民意見提出制度の募集開始 
4件の意見が提出された 

令和 ７年１０月２２日 ● 第５回住民協議会 テーマ「これからの清水町のまちづくり」 
住民協議会委員 参加者 １２名 
全体コーディネーター 株式会社 KITABA 代表取締役 酒本 宏 氏 

  

第６期清水町総合計画後期基本計画の策定経過 
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令和 ７年１１月１９日 ● 第３回総合計画審議会 
第６期清水町総合計画基本構想及び後期基本計画（素案）に係る町民意見提
出制度の結果について 
第６期清水町総合計画基本構想（案）及び第６期清水町総合計画後期基本 
計画（案）の答申 

令和 ７年１１月２０日 ● 清水町臨時庁議 
第６期清水町総合計画基本構想（案）、後期基本計画（案）について 
原案のとおり決定 

令和 ７年１１月２５日 ● 議会全員協議会 
第６期清水町総合計画基本構想の変更及び後期基本計画の策定について 

令和 ７年１２月１６日 ● 第７回清水町議会定例会において「第６期清水町総合計画基本構想の変更及
び後期基本計画の策定について」議決 
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(設置) 
第１条 本町における住民参画と協働によるまちづくりの推進のため、町民が日常生活で感じる身近な課

題を基に「自分でできること」、「地域でできること」、「行政でできること」を協議する場として、清水
町住民協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 
(所掌事務) 
第２条 協議会は、次に掲げる事項について、審議を行うものとする。 

（１）町が付議した町の課題に関すること。 
（２）その他町長が必要と認める事項に関すること。 

 
(組織） 
第３条 協議会の委員は本町の住民基本台帳に記録されたことのある者から選出し、町長が委嘱する。 
２ 委員は、第２条に規定する事項について、審議が終了したときは、解任されるものとする。 

 
(事務局) 
第４条 協議会に事務局を設け、事務局長は企画課長、事務局次長は企画課長補佐、事務局員は企画課企画

統計係をもって充てるものとする。 
２ 事務局は、全体の進行管理を行うとともに協議の結果を記録する。 

 
（会議） 
第５条 協議会の会議は町長が招集し、議事は事務局が進行する。 
２ 協議会の進行に際して、各専門的知見を有する者の意見を聴取することが必要と認める場合、協議会に
委員以外の者の出席を要請することができる。 
 
(分科会) 
第６条 事務局は、必要に応じて協議会を分割し、分科会を設置することができる。 
２ 分科会の事務は事務局が掌理する。 
 
(報償) 
第７条 委員の報償は日額１,０００円を支給する。 
 

附 則 
この要綱は、令和元年６月５日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和元年８月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和４年２月２８日から施行する。 

清水町住民協議会設置要綱 
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1. 第６期清水町総合計画策定の趣旨 
清水町の総合計画は、昭和 46年度から 10年ごとに社会情勢や経済情勢の変化に伴い、住民のニーズ

や課題に対応するため、現在まで 5期にわたりその時代に合った総合計画を策定し、清水町のまちづく
りを推進してきた。 
平成 22 年 12 月に策定した平成 23 年度から 10 年間の「清水町まちづくり計画（第 5 期清水町総合

計画）」においては、清水町の将来像を「みんなで活き生き 豊かさ育むまち とかちしみず」とし、少子
高齢化や高度情報化、環境問題、危機的な財政課題など、これまでの価値観や視点の改革と、身の丈に
あったまちづくりなどの課題解決のため、毎年度、実施計画の見直しを行うなど、その実現に向けた取
組みを進めている。 
この間、人口減少社会の到来や大雨による災害など住民ニーズや町に求められる役割等の変化により、

第 5期清水町総合計画を振り返るとともに、10年先を見据えたまちづくりが必要となっている。 
このような背景を踏まえ、本町の産業や特性を最大限に活かし、人口減少対策と本町の発展を目指し、

まちづくりを推進するため、新たな総合計画を策定する。 
 

2. 第６期清水町総合計画の考え方 
（1）総合計画の位置づけ 

総合的かつ計画的にまちづくりを行うための最上位計画として位置付けし、各種施策の実施や計画
策定においては、総合計画との整合性を図るものとする。 
また、平成 23 年の地方自治法改正により、法律上の総合計画を構成する基本構想の策定義務はな

くなったところである。しかし、総合計画は、まちづくりの最も基本となる計画となることから、清
水町まちづくり基本条例に基づき、議会と行政との協働のまちづくりを進めるためにも、総合計画の
基本構想及び基本計画の策定については、議会の議決事項として位置付けていくこととする。 

 
（2）清水町人口ビジョン・総合戦略との関係 

平成 27 年に策定した清水町人口ビジョン・総合戦略は清水町総合計画と期間が重複しており、今
後の国や道、十勝管内の市町村の動向も注視しつつ、整合性を図るものとする。 

 
（3）より多くの町民参加 

清水町まちづくり基本条例の目的にのっとり、町民と行政が一体となった協働のまちづくりを進め
るため、計画づくりへの参画の場の確保に努めた計画づくりを進める。 

 
（4）社会情勢、経済情勢などの変化に対応 

人口減少、少子化や高齢化の進展、自然災害、公共施設の老朽化、財政健全化など社会情勢や経済
情勢などの変化を捉え、これからの時代に対応できる計画を目指す。 
 

（5）わかりやすく、実効性のある計画 
総合計画は、町民と行政との協働のまちづくりの行動指針であるため、簡素で分かりやすい内容、

表現に努めた計画とする。また、重点的な施策を描くとともに、目標や重要業績評価指標（ＫＰＩ）
を掲げ、ＰＤＣＡサイクルを確立させることにより、実効性のある計画を目指す。 

第６期清水町総合計画策定の基本方針 
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 町民とは 
第２条に「町内に住み、働き、学ぶ全ての人のことをいいます。」と規定されており、清水
町に住所を有しない通勤者、通学者や、町内に事務所や活動の拠点を置く法人、団体もま
ちづくりの大切な担い手と考え「町民」と位置付けています。 

 
 町民参加とは 
町の計画や政策立案などに町民の意思が反映されることや、まちづくりへのさまざまな形
での町民の活動をいいます。 

 
 協働とは 
町民、議会、行政が、それぞれの役割と責任を自覚して、互いを尊重し、協力してまちづ
くりに取り組むことをいいます。 

 【解 説】まちづくり基本条例に次のとおり規定されています。 
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１ 意見募集期間  令和７年１０月１５日～令和７年１１月７日 
２ 提出された意見の件数  ４件 

 

【意見等の概要及び意見等に対する町の考え方】 
●基本計画  
№ 提出された意見等の概要 提出された意見等の検討結果 
１ 第１編 第１章 

「協働による環境保全」 
清水町内には希少な木が多くあり、このようなこと
を知る機会が少ないと感じている。メガソーラー等
の再生可能エネルギーの利用促進により環境破壊が
進む場合もある。大切な自然を守っていくためにも
進め方にご配慮願いたい。 

指摘を踏まえて表現を改めます。 
再生可能エネルギーの利用促進→自然環境に
配慮した再生可能エネルギーの利用促進 

２ 第５編 第２章  
「快適な市街地と都市計画」 
町内に目立つ空き家が多くある。それぞれに持ち主
がいるので対策を強要することはできないが、空き
家、空き地の有効活用は、定住促進や地域の活性化
につながるため、町で力を入れて取り組むべきであ
る。特にリフォ－ムされた一軒家は需要が高いと感
じている。 

今後実施予定の「もらえる戸建て制度」を中心
とした空き家・空き地を有効活用した移住施
策等を実施計画の中で検討します。 

３ 第６編 第１章 
「町民主体の住民活動」 
他町の例だと町民主体の団体等の発表会を町で定期
的に実施しており、日常的に町民が交流する機会が
ある。外出機会の促進や地域コミュニティの強化の
ため、そのような機会の提供を検討してほしい。外
出機会が増えると経済にも良い影響があると感じて
いる。 

住民活動環境の整備も含め、実施計画の中で
今後に向けて検討します。 

４ 第６編 第２章 
「地域の潤いにつながる交流の展開」 
既存の公共施設の多くが修繕時期にきているため、
新たな費用が発生する道の駅の新設を急ぐのではな
く、既存の公共施設の修繕、有効活用を中心とした
イベントやコミュニティで清水町を盛り上げること
はできないか。 

道の駅ついては、直近での新設予定は無く、既
存施設を利活用した情報発信拠点の整備から
行っていく予定をしております。新設につい
ては、町の財政状況を踏まえながら、実施計画
の中で今後に向けて検討します。 

町民意見提出制度の実施結果 



77 

清 企 企 号 
令和７年 10 月６日 

 清水町総合計画審議会 
  会長 五十嵐  卓 様 
 

清水町長  辻  康 裕   
 
      清水町総合計画審議会への諮問について 
 
第６期清水町総合計画基本構想の見直し方針及び第６期清水町総合計画後期基本計画について、貴審議

会の意見を求めます。 
 

令和７年１１月１９日 
 

 
清水町長 辻  康 裕 様 

清水町総合計画審議会 
会長 五 十 嵐  卓 

 
第６期清水町総合計画基本構想（案）及び第６期清水町総合計画後期基本計画（案）について（答申） 

 
 令和７年１０月６日付けで諮問のありました、「第６期清水町総合計画基本構想（案）及び第６期清水町
総合計画後期基本計画（案）」について、当審議会において慎重に審議したところ承認し、次の意見を付し
て答申いたします。 
 

記 
 
１ 今回の計画策定にあたって、住民協議会をはじめ、町が実施した町民意見提出制度、まちづくり懇談会
など、町民の方々から多くの意見・提言がありましたので、今後の事業・施策を実施する際には、これらの
意見について十分に配慮されるようお願いします。 
 
２ 各種施策の実施にあたっては、健全な財政運営を基本とし、効率的かつ効果的な事業展開に留意し、町
民の視点に立った事業の立案について、創意工夫を図られたい。 
 
３ 総合計画の実践については、町民の理解と参加が重要な要素となります。今後においても、総合計画を
はじめ町政に関する情報の積極的な公表と説明に努め、町民がまちづくりに参加しやすい体制を充実し、町
民主役のまちづくりを推進されるよう希望いたします。 

 

清水町総合計画審議会諮問書 

清水町総合計画審議会答申書 
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〇清水町役場企画課 
・課長 鈴木 聡 ・課長補佐 佐藤 弘基 ・係長 青砥 大将 
・主査 大和田 成人 ・主事 有田 芯 ・主事 神谷 翼 
 
○株式会社 KITABA 
＜コーディネーター＞ 
・酒本 宏 （代表取締役） 

 
＜事務局＞ 
・関場 聖 ・松田 沙織 ・大川 彩果 

 
 
 

  

無作為に抽出し会議委員の案内を送付した数 1,000件 
応募した委員 33人 
継続した委員 8人 

参
加
委
員 

大林 敏朗 高橋 雅典 友安 伸 太田 和雄 吉田 宝生 
藤田 幸男 髙田 光 小笠原 敏子 小室 子龍 星野 啓二 
松澤 龍弐 MYA THAE SWE 榊 和大 伊藤 慎一郎 大林 さおり 
成田 圭亮 森山 泰地 伊東 宏修 伊藤 雅史 高金 春樹 
澤山 あずさ 野中 さち 田村 博文 室田 暖乃 太田 玲亜 
伊藤 功二 山本 采里 平野 光美 佐藤 実花 佐藤 美幸 
定岡 美和 宮脇 壯太 有澤 奈津子 岸田 愛 中田 祐樹 
加藤 早織 中田 幹悟 河口 知規 柳田 恵 千葉 良子 
石原 裕子  

 

住民協議会の概要 

会長：五十嵐 卓  副会長：長谷川 弘   
今野 典幸  髙  充慶   矢萩 利浩   
川村 智洋  中村 暁子   笹原 恵介   
德田 貴士  梶  貴博   横山 麻悠美 
鈴木  愛   

 

清水町総合計画審議会委員名簿（令和８年１月１日現在） 

（敬称略） 
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住民協議会では、これからのまちづくりの方向性について住民の視点から意見を出し合うためのワーク
ショップを開催しました。本ワークショップでは、「これからの清水町の姿」をテーマに、町の魅力や将来
の可能性、暮らしのあり方などについて参加者が自由に意見交換を行い、その内容をグラフィックレコー
ディングとして整理しました。 
 
① 清水町に関わる入口をつくる 
農業体験やワーキングホリデー、地域イベント、スポーツなどを通じて町外の人が清水町と関わる機

会をつくることが提案されました。こうした取組を通じて、企業との交流や移住につながる関係人口の
創出など、清水町に関わるきっかけを広げていくことの重要性が共有されました。 

 
② 清水町の魅力を知ってもらう 
日高山脈の景観や映画撮影のロケ地などの地域資源をはじめ、地域ならではの体験や交流を通じて町

の魅力を発信していくことが挙げられました。「ここに来てよかった」「また来たい」と思ってもらえる
町にしていくことが大切であり、地域の人との交流や地元食材を活かした食の楽しみなど、人と人との
つながりも清水町の魅力として共有されました。 

 
③ 清水町での暮らしやすさを高める 
子育て環境や防災体制の充実、住宅の整備や空き家の活用など、安心して暮らし続けられる環境づく

りについて意見が出されました。また、チャレンジショップなど新しい挑戦を応援する仕組みづくりな
ど、地域の中で活動や仕事の機会を広げていくことの必要性も共有されました。 

 

清水町のこれからのまちづくり 
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「清水町のまちづくりプロジェクト」は、住民協議会メンバーが５回にわたって議論してきた内容の成

果として、まちづくりを住民たちが自分事としてすすめるためのプロジェクトとして３つにまとめたもの
です。 

 

 

住民によるまちづくりプロジェクトの提案 
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令和３年度からスタートした第６期清水町総合計画の後期基本計画策定に向け、町民の皆さんが生活す

るなかで感じていることや今後に期待することなどの把握のため「清水町まちづくりアンケート」を実施

しました。アンケートは、男女共に幅広い年代の皆さんから意向を伺うため、男女年齢別と地域別を配慮し

無作為に抽出した町民1,000名を対象に行いました。 

 

町民258人から回答が寄せられました。回答者の性別の割合は、男性が44.7％、女性が55.3％と女性の比

率が若干高い結果となりました。年代別では、「70歳以上」が最も多く、次いで「55～59歳」、「20歳未

満」の順で、50歳以上の方の回答が全体の約半数を占めています。本町での居住年数は「25年以上」が全

体の約半数を占めており、次いで「15～19年」、「10～14年」の順となっています。職業は60歳以上の回

答者が多いこともあり、「学生・無職・専業主婦、年金受給者」が約３割と多くなっています。転入の有無

では、清水町出身者の40％に対して、町外出身者が57.9％と高い割合となっています。居住形態では、一戸

建て（持家）の割合が約６割を占め、世帯人数でも２人以上の世帯が約８割を占めています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

性別 年代 

居住地区 職業 

２０歳未満

11%

２０歳～２４歳

4%

２５歳～２９歳

5%

３０歳～３４歳

6%

３５歳～３９歳

9%

４０歳～４４歳

7%

４５歳～４９歳

9%

５０歳～５４歳

8%

５５歳～５９歳

12%

６０歳～６４歳

7%

６５歳～６９歳

9%

７０歳以上

13%

 

清水町まちづくりアンケート実施結果 

 調査回答者の概要 

男性

45%女性

55%

清水市街

57%

御影市街

18%

+農村地区

24%

清水町外

1%

農業・畜産・林業

15%

製造業

6%

商業

3%

建設業

3%

運輸・通信業

1%

公務員・団体職員

18%

その他職業

23%

学生 無職・専

業主婦・年金

受給

31%
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住みよいと回答した方は60.5％を占め、これからも住み続けたいと回答した方も76.6％を占めています。

しかし、これに比べて清水町に誇りや愛着を持っている方は46.8％となっています。 

 
  

町内居住年数 転入の有無 

居住形態 世帯人数 

清水町に誇りや愛着を持っているか 清水町の住み心地 

５年未満

11%

５～９年

6%

１０～１４年

14%

１５～１９年

14%

２０～２４年

7%

２５年以上

48%

清水町外で生ま

れ、３以外の理由

（家族の仕事等）で

転入してきた

32%

清水町で生まれ、

ずっと町内に住み続

けている

26%

清水町外で生ま

れ、就学・就職（転

職含む）を機に転入

してきた

26%

清水町で生まれ、そ

の後町外に引っ越し

たが、再び清水町に

戻ってきた

14%

その他

2%

無記入

0%

一戸建て（持家）

63%

一戸建て（賃貸）

10%

集合住宅（民間賃貸）

9%

社宅等

6%

公営住宅

4% その他

7%

無記入

1%

単身（あなた１人）

17%

２人

33%

３人

17%

４人

19%

５人以上

14%

はっきりと持っている

18%

漠然と持っている

29%

どちらともいえない

30%

ほとんど持っていない

9%

全く持っていない

4%
よくわからない

10%
とても住みよい

11%

まあまあ住みよい

49%

どちらともいえない

29%

住みにくい

9%

とても住みにくい

2%

 清水町の住みやすさ・愛着 
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【住み続けたい理由】一部抜粋 【住み続けたくない理由】一部抜粋 
田舎が好きだから。 病院が少なくて選択肢がない。 
朝起きて外を見ると、日高山脈が見え綺麗。 スーパーが少なく買い物が不便。 
生まれ育った地元であり、愛着もある。 働ける選択肢が少ない。 

街の方々が優しいから、過ごしやすく安心して暮ら
せる。 

子どもの医療費無料や育児備品の貸出など、子育て
支援は手厚いが、就学環境や習い事などの選択肢が
狭い。 

周りに知り合いが多い。 高齢になった時に不便だと思う。 
自分や家族の職場が清水町にあり、長年住み慣れて
いる。 

子供と遊べる施設がない。特に冬の休日は町外に行
くしかない。 

学校給食がとても美味しいから。 コミュニティが狭いため、人間関係に苦労する。 
アイスホッケーをする環境に恵まれているから。ま
た、子育て支援が充実しているから。 

町民の人間性に独断の雰囲気があり、人付き合いに
疲弊する。 

JRや国道等の交通の便がいい。 生活利便性が極めて低いことに加え、町外者を受け
付けない雰囲気がある。 

清水町での農業を次世代にも継承したい。 牛の糞尿の臭いが酷すぎる。 

  

これからも清水町に住み続けたいか 

ずっと住み続けたい

28%

当分は住み続けたい

49%

町外の別の場所

にやがては転居

したい

22%

すぐにでも転居

したい

1%
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清水町の暮らしに対する現在の「満足度」と「重要度」を評価していただきました。評価は「加重平均値」

を算出して行いました。満足度で最も値が大きかったのは＋0.91となった「水道・下水道整備」で、最も小
さかったのは-0.81となった「商業の振興・商店街の活性化」となっています。 
重要度で最も値が大きかったのは＋0.89となった「道路の除雪」で、最も小さかったのは-0.05となった

「国際交流の充実」となっています。 
※加重平均値とは、同答内容の程度に差がある場合、その意味合いを考慮し数値的な重みを加えて平均

を算出した値になります。例えば、満足度では「満足」を＋２、「やや満足」を＋１、「わからない」「未
回答」を０、「やや不満」を－１、「不満」を－２として、それぞれを合計したポイントを回答者数で割っ
て数値を出します。そのため－２に近いほど評価は低く、プラス２に近いほど評価は高いと判断すること
ができます。 

 
清水町のまちづくりに対する評価(満足度と重要度) 

項目 満足度順位 満足度 重要度順位 重要度 

水道・下水道の整備 1 0.91 7 0.68 
ごみの収集・リサイクル 2 0.90 4 0.80 
子育ての環境や支援 3 0.50 2 0.83 
河川や水辺の環境整備 4 0.43 25 0.31 
保健・医療環境 5 0.41 3 0.83 
小・中学校の教育環境 6 0.40 5 0.73 
防災対策 7 0.36 6 0.71 
文化・スポーツ・生涯学習の推進 8 0.33 15 0.47 
道路の除雪 9 0.32 1 0.89 
行政情報等の発信 10 0.31 23 0.33 
地域の交通・防犯 11 0.30 10 0.59 
青少年の健全育成 12 0.29 14 0.50 
住宅対策・公営住宅の整備 13 0.23 22 0.34 
公園・緑地の整備 14 0.21 17 0.43 
障がい者福祉の充実 15 0.21 16 0.44 
高齢者福祉の充実 16 0.20 13 0.50 
森林の保全・林業の振興 17 0.18 18 0.40 
道路の整備 18 0.17 8 0.66 
農業の振興 19 0.16 9 0.65 
農村環境の整備 20 0.14 11 0.51 
国際交流の充実 21 0.09 27 -0.05 
地域活動・コミュニティへの支援 22 0.06 21 0.34 
移住・定住の促進 23 -0.11 26 0.31 
公共交通網の整備 24 -0.15 20 0.35 
観光の振興 25 -0.58 24 0.32 
企業の誘致・雇用の確保 26 -0.66 19 0.40 
商業の振興・商店街の活性化 27 -0.81 12 0.51 

 清水町での生活の満足度と重要度 
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住宅対策・公営住宅の整備

水道・下水道の整備

ごみの収集・リサイクル

河川や水辺の環境整備

防災対策

公園・緑地の整備

道路の整備

道路の除雪

公共交通網の整備

地域の交通・防犯

保健・医療環境

子育ての環境や支援

小・中学校の教育環境

障がい者福祉の充実

高齢者福祉の充実

青少年の健全育成

文化・スポーツ・

生涯学習の推進

国際交流の充実

農業の振興

森林の保全・林業の振興

農村環境の整備

商業の振興・商店街の活性化

企業の誘致・雇用の確保

観光の振興

移住・定住の促進

地域活動・ｺﾐｭﾆﾃｨへの支援

行政情報等の発信

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

満
足
度

重要度

高 
←

 

→ 高 低 ← 

→
 

低 

重要度が高く・満足度の低い 

着手すべき事項 

 清水町での生活の満足度と重要度（散布図） 
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人口減少対策について、最も更なる取り組みが必要の値が大きかったのは70.6%の「若い世代が町内で安

心して働くことができるように雇用の創出を図る」で、最も十分の値が大きかったのは14.0の「出会いの機

会の創出から結婚・出産・子育て・教育の切れ目のない支援を行う」となっています。 

  

１．若い世代が町内で安心して働くことができる

ように雇用の創出を図る 

２．交通の要衝である町の強みを生かしながら、町

の魅力を発信し、町外からの移住・定住施策を積極

的に行う 

３．出会いの機会の創出から結婚・出産・子育て・

教育の切れ目のない支援を行う 

４．新たな企業への支援を行い、企業誘致を積極的

に行う 

 人口減少対策について 

更なる取組みが

必要

71%

対策の必要は

ない

25%

十分

4%

更なる取組みが

必要

64%

対策の必要は

ない

31%

十分

5%

更なる取組みが

必要

48%
対策の必要は

ない

38%

十分

14%

更なる取組みが

必要

59%

対策の必要は

ない

38%

十分

3%
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 アニマルウェルフェア .......................... 動物の生活とその死に関わる環境と関連する動物の身体的、心的状態。 
 インクルーシブ教育 .............................. 障がいのある子どもと障がいのない子どもが共に教育を受けること。 
 エンパワーメント .................................. 権限を与えること。 
 カーボンニュートラル .......................... CO2などの温室効果ガスの「排出量」から、森林などによる「吸収量」

を差し引いて、合計を実質的にゼロ（実質ゼロ）にすること。 
 グローバル・パートナーシップ ......... 世界的問題の解決のために提携すること。 
 実質公債費比率 ...................................... 地方公共団体の借入金などの返済額の大きさをその地方公共団体の財

政規模に対する割合で表したもの。早期健全化基準では 25％、財政再
生基準では 35％が基準となっています。 

 シティプロモーション .......................... 地方自治体が行う地域のイメージを向上させるために行われる活動。 
 ジェンダー .............................................. 生物学的な性別に対して、社会的・文化的につくられる性別のこと。 
 将来負担比率 .......................................... 地方公共団体の借入金など現在抱えている負債の大きさをその地方公

共団体の財政規模に対する割合で表したもの。早期健全化基準では
350%、財政再生基準は設けられていません。 

 ゼロカーボンシティ .............................. 2050年に二酸化炭素（CO2）の排出量を実質ゼロにする目標を表明し
た地方自治体。 

 セーフティネット .................................. あらかじめ予想される危険や損害の発生に備えて、被害の回避や最小
限化を図る目的で準備される制度や仕組み。 

 ソーシャルネットワークサービス ..... 人と人との現実の関係をインターネットを使って補助するコミュニケ
ーションサービス。SNSとも呼ばれる。 

 ディーセントワーク .............................. やりがいのある仕事。 
 PDCAサイクル ...................................... Plan（計画）Do（実行）Check（評価）Action（改善）を繰り返すこと

によって、業務を継続的に改善していく手法。 
 ユニバーサルデザイン .......................... 障がいの有無や年齢、性別、人種などにかかわらず、たくさんの人々が

利用しやすいようにデザインすること。 
 レジリエント .......................................... 弾力、柔軟性があるさま。 
 ローリング .............................................. 経営計画を経営環境の変化に合わせて定期的に見直し、補正すること。 

 
 十勝圏域で連携する取り組みの２１項目 

1. 生活機能の強化に係る政策分野 
（１） 医療 

・救急医療体制等の確保 ・地域医療体制の充実 
（２） 福祉 

・地域活動支援センターの広域利用の促進 ・保育所の広域入所の充実 

 

用語解説 
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・高齢者の生活支援体制の構築 
（３） 教育 

・図書館の広域利用の促進 ・生涯学習の推進 ・スポーツ大会等の誘致 
（４） 産業振興 

・農商工・産学官連携及び地域ブランドづくりの推進 ・企業誘致の推進 
・フードバレーとかち及びバイオマスの利活用の促進  
・中小企業勤労者の福祉向上 ・広域観光の推進 ・農業振興と担い手の育成 
・鳥獣害防止対策の推進 

（５） 環境 
・地球温暖化防止に向けた脱炭素社会の構築 

（６） 防災 
・地域防災体制の構築 

2. 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 
（１） 地域公共交通 

・地域公共交通の維持確保と利用促進 
（２） 地産地消の推進 

・地産地消の推進 
（３） 移住・交流の促進 

・移住・交流の促進 
3. 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

（１） 人材育成 
・職員研修及び圏域内人事交流 
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